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【表出典】

表 l

下記のサイト・文献等を中心に作表。なお、 木筋の出典方法に

ついては「 木簡デー タベー ス」、 墨書土器類の出典方法について

は「全国墨壽・墨薔．刻壽士器デー タベ ー ス (2010 ）」のそれに

準じた部分がある。

奈良文化財研究所「木簡デー タベース」

https://www.nabunken.go.jp/Open/mokkan/mokkan.html 

奈良文化財研究所「古代地名検索システム」

http:// chimei. nabunken. go. jp/ 

東大史料編纂所デー タベース

http://wwwap.hi.u-tokyo.ac. jp/ships/ 

明治大学古代学研究所 墨壽．刻書土器デー タベース所収の「全

国墨書・刻書土器デー タベース (2010)」

http:/ /www. kisc. meij i. ac. jpFmeikodai/obj_bokusho. html 

太田亮『姓氏家系大辞典』（国民社、 1944 年）

岸俊男「光明立后の史的意義」『日本古代政治史研究』（塙壽房 、

1966 年、 初出 1957 年）

土田可奈「私部の設置と意義 一越前国加賀郡の事例を通して一

」 （『新潟史学』50 、 2003 年）

土田可奈「私部の伝領と皇后一安房・若狭•隠岐・淡路の事例を

中心に一」（『佐渡・越後文化交流史研究』4 、 2004 年）

『日本古代人名辞典』（吉川弘文 館、 1958 ~ 1977 年）

H 本古典文学大系 2 『風土記』（岩波書店、 1958 年）

日本古典文学大系 70 『日本霊異記』（岩波薔店、 1967 年）

角川 H 本地名大辞典 7 『福島県』（角川書店、 1981 年）

日本歴史地名大系 7 『福島県の地名』（平凡社、 1993 年）

『いわき市史』（いわき市 、 1986 年）など。

表2

前掲表lに加え、 下記のサイト・文献等を中心に作表。なお、

地名の読み方については、 表lの「古代地名検索システム」に準

じた部分がある。

青森県史編さん古代史部会編『青森県史 資料編 古代2 出土

文字資料』（青森県 、 2008 年）

館野和巳「奈良時代郡郷里名 一 覧」『日本古代村落・都市空間の

形成と変遷の復元』2004 年

http:/ /nwudir. lib. nara-wu. ac. jp/ dspace/ 

bitstream/10935/365/1/17_05_02.pdf 

表3

前掲表2 の館野 2004などを中心に作表。なお、 地名の読み方

については、 前掲表lの「古代地名検索システム」に準じた部分

がある。
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陸奥南部における私部と手工業生産

ー大私 ・ 奈気私と文字資料としての「今」 一
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上吉田遺跡

東高久遺跡

鶴沼B遺跡

（縮尺任意）
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会津地方における墨書土器 「 大私」、 「 秦人」、 「 倉人」、 人面墨書土器

聡 ll \,,,.、さ てこ

図2 屋敷遺跡と郡山遺跡（会津郡家）の位置
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（
註
10

考
古』

五
八 、
二
0
一

七
年 。

穴
沢
味
光
・
馬
目
順
一

「
福
島
県

の
古
墳
と
横
穴」
『
福
島

の
研
究

考
古
篇』

清
文
堂 、
一

九
八
六
年 。

川
尻
秋
生
「
山
道
と
海
路」

鈴
木
靖
民
·

吉
村
武
彦
·

加
藤
友
康
編
『
古
代
山
国

の
交
通

と
社
会』

八
木
書
店 、
―
1
0
一

三
年
で
は 、
『
水
左
記』

に
見
え
る
会
津
郡
・
耶
麻
郡
の

独
立
申
請
が 、

同
地
域
の
北
陸
道
移
管
を
意
図
し
た
申
請
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て

い
る。

青
山
博
樹
「
古
墳
出
現
期
の
列
島
東
北
部」

藤
沢
敦
編
『
倭
国

の
形
成
と
東
北』

吉
川
弘

文
館 、

二
0
一

五
年 。

前
掲
（

註
2)

鈴
木
啓―
1
0
0
九
書 。

吉
村
武
彦
「
主
権
と
交
通」

鈴
木
靖
民
・
荒
木
敏
夫
・
川
尻
秋
生
編
『
日
本
古
代
の
道
路

と
景
観

ー
駅
家
・
官
街
・
寺
ー』

八
木
書
店 、
―
1
0
一

七
年 。

菅
原
祥
夫
「
陸
奥
国
府
系
瓦
に
お
け
る
造
瓦
組
織
の
再
編
過
程
（
一
）」
『
論
集
し
の
ぶ
考

古

目
黒
吉
明
先
生
頌
寿
記
念』

論
集
し
の
ぶ
考
古
刊
行
会 、
一

九
九
六
年 。

川
尻
秋
生
「
大
生
部
直
と
印
波
国
造」
『
古
代
東
国
史
の
基
礎
的
研
究
』

塙
書
房 、

二
0
0
三
年 、

初
出
二
0
0
一

年 。

鈴
木
啓
「
鹿
島
神
郡
の
成
立
と
H
祭
神
社」
『
原
町
市
史

第一

巻

通
史
編
I

原
始
・

古
代
・
中
肌
・
近
世』

南
相
馬
市 、

二
0
一

七
年 。

秋
田
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

編
『
秋
田
県
文
化
財
調
査
報
告
書
三
五
一

前
通
遺
跡』

秋
田
県
教
育
委
員
会 、
―
1
0
0
二
年 。

浅
香
年
木
『
H
本
古
代
手
工
業
史
の
研
究』

法
政
大
学
出
版
局 、
一

九
七
一

年 。

櫛
木
謙
周
『
日
本
古
代
労
働
力
編
成
の
研
究』

吉
川
弘
文
館 、
一

九
九
六
年
な
ど 。

石
栂
田
正
『
H
本
古
代
国
家
論

第
一

部
』

岩
波
壽
店 、
一

九
七
三
年 。

前
掲

註
(
7
9)

荒
木―
1
0
0
六
論
文
な
ど 。

野
村
忠
夫
『
官
人
制
論』

雄
山
閣
出
版 、
一

九
七
五
年 。

中
村
順
昭
「
律
令
制
下
に
お
け

る
農
民

の
官
人
化」
『
律
令
官
人
制
と
地
域
社
会』

吉
川
弘
文
館 、
―
1
0
0
八
年 、

初
出

一

九
八
四
年 。

中
村
友
一

氏
は 、

秋
田
城
出
土
漆
紙
文
書
を
初
め
と
し
た
出
士
文
字
史
料
に
氏
姓
が
見
え

る
こ
と
は 、
分
布
論
・
地
縁
関
係
を
考
え
る
上
で
有
効
で
あ
る
と
述
べ
る
（
中
村
友
一

「
出

土
文
字
史
料
と
氏
姓
制」
『
日
本
古
代
の
氏
姓
制』

八
木
書
店 、

二
0
0
九
年） 。

第
一

巻

地
質
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（
註
79)

（
註
78)

（
註
77)

（
註
76)

正
倉
院
と
上
代
絵

三
七 、
一

九
九
三
年 。

上
野
邦
一

「
図
版
解
説

一

七
九
S

一

八
二」
『
日
本
美
術
全
集
三

画

飛
鳥
・

奈
良
の
絵
画
・

エ
芸
』

講
談
社 、
一

九
九
二
年 。

多
賀
城
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー

編
『
多
賀
城
市
文
化
財
調
査
報
告
書
七
〇

橋
遺
跡
』

多
賀
城
市
教
育
委
員
会 、

二
0
0
三
年 。

日
本
古
代
に
お
け
る
動
物
を
描
い
た
資
料
に
つ
い
て
は 、

北
條
朝
彦
「
出
土
遺
物
に
描
か

れ
た
動
物」
『
動
物
考
古
学
』

三 、
一

九
九
四
年 。

北
條
朝
彦
「
出
土
遺
物
に
描
か
れ
た
動

物
(
II)
」
『
動
物
考
古
学
』

六 、
一

九
九
六
年 。

北
條
朝
彦
「
出
士
遣
物
に
描
か
れ
た
動

物
(
III)
」
『
動
物
考
古
学
』
一

七 、
二
0
0
一

年
を
参
照 。

荒
木
敏
夫
「
H
本
古
代
の
主
権
と
分
業
・

技
術
に
関
す
る
覚
え
書」
『
日
本
古
代
王
権
の

研
究
』

吉
川
弘
文
館 、

二
0
0
六
年 、

初
出
一

九
九
四
年 。

『
常
磐
自
動
車
道
遺
跡
調
査
報
告
―
一

大
猿
田
遺
跡
(―
一
次
調
査）
』

福
島
県
教
育
委
員

会 、
一

九
九
八
年 。

な
お 、

大
猿
田
遺
跡
が
「
官
営
工
房」

で
あ
る
と
い
う
評
価
に
つ
い

て 、

近
年 、

古
尾
谷
知
浩
「
古
代
の
木
器
生
産」
『
H
本
史
研
究
』

六
五
六 、
二
0
一

七
年

に
お
い
て
懐
疑
的
な
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る 。

同
遺
跡
の
発
掘
調
査
に
携
わ
っ
た
本
間

宏
氏
も
「
確
か
に 、

官
営
な
の
か 、

あ
る
い
は
官
人
に
よ
る
私
的
経
営
な
の
か
は 、

発
掘

調
査
成
果
か
ら
だ
け
で
は
判
断
し
に
く
い」

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
（
本
間
宏
「
奈
良
時

代
の
木
器
生
産
遺
跡」
『
ま
ほ
ろ
ん
文
化
財
講
演
会
』

資
料 、
二
0
一

七
年
七
月
十
六
H) 、

大
猿
田
遺
跡
の
経
営
主
体
の
特
定
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
を
残
し
て
い
る 。

し
か
し 、

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が 、

大
猿
田
遺
跡
付
近
に
は
古
代
の
官
道
の
痕
跡

が
認
め
ら
れ
る
（
鈴
木
貞
夫
『
地
図
か
ら
い
わ
き
の
歴
史
を
よ
む
』

平
電
子
印
刷
所 、

二
0
0
二
年）

。

鈴
木
啓
氏
が
大
猿
田
遺
跡
の
所
在
す
る
四
倉
町
と
磐
城
郡
家
が
同
一

直

線
上
で
結
べ
る
古
代
道
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
（
鈴
木
啓
「
陸
奥
国
海
道
伝
路
の
予
察」

『
論
集
し
の
ぶ
考
古』
一

九
九
六
年） 、
同
遺
跡
と
磐
城
郡
家
に
比
定
さ
れ
る
根
岸
遺
跡
は 、

ほ
ぼ
同
一

直
線
上
で
結
べ
る
位
置
関
係
に
あ
る 。

そ
の
よ
う
な
大
猿
田
遺
跡
の
占
地
を
歴

史
地
理
学
的
な
見
地
か
ら
注
目
し
た
時 、

同
遺
跡
の
経
営
主
体
と
し
て
は 、

や
は
り
磐
城

郡
司
の
関
与
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い 。

大
須
賀
次
郎
「
長
友
村
誌」
『
磐
城
郡
村
誌
』
―
- 、

福
島
県 、
一

八
七
八
年
に
お
い
て
も 、

こ
の
小
字
は
確
認
で
き
る 。

い
わ
き
市
教
育
委
員
会
編
『
い
わ
き
市
遺
跡
地
図
二
0
一

三
』

い
わ
き
市
教
育
委
員
会 、

二
0
一

三
年 。

菅
原
祥
夫
「
律
令
国
家
形
成
期
の
移
民
と
集
落」

熊
谷
公
男
編
『
蝦
夷
と
城
柵
の
時
代
』

市
川

＾ ＾ 

註註
89 88 

ヽヽ

＾ ＾ 

註註
87 86 

ヽヽ

主
5)

( 1111n
8

主
4)

(m-n
8

吉
川
弘
文
館 、

二
0
一

五
年 。

菅
原
祥
夫「
陸
奥
南
部
の
国
造
域
に
お
け
る
大
化
前
後
の
在
地
社
会
変
化
と
歴
史
的
意
義」

『
日
本
考
古
学
』
一＿一
五 ‘―
1
0
一

三
年 。

な
お 、

近
年 、

永
田
一

「
古
代
の
東
北
と
国
造
制
に
関
す
る
一

考
察」

篠
川
賢
・

大
川
原

竜
一
・

鈴
木
正
信
編
『
国
造
制
・

部
民
制
の
研
究
』

八
木
書
店 、

二
0
一

七
年
で
は 、
『
国

造
本
紀』

の
再
検
討
に
よ
り 、

七
世
紀
前
半
以
前
に
東
北
地
方
南
部
に
職
と
し
て
の
国
造

は
存
在
せ
ず 、

七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
初
頭
頃
に
置
か
れ
た
と
の
見
解
が
提
示
さ
れ
て

い
る 。

こ
の
問
題
に
つ
い
て 、

筆
者
は
そ
の
正
否
を
判
断
す
る
力
量
を
持
た
な
い
が 、

永

田
氏
の
見
解
は 、

六
憔
紀
に
幅
島
県
浜
・

中
通
り
に
国
造
制
が
施
行
さ
れ
た
と
す
る
菅
原

氏
を
は
じ
め
と
し
た
古
代
東
北
史
の
通
説
的
理
解
と
相
反
す
る
こ
と
と
な
る 。

こ
の
よ
う

な
見
解
の
対
立
が
今
後 、

ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
て
い
く
の
か 、

そ
の
推
移
を
見
守
り
た

飯
村
均
『
律
令
国
家
の
対
蝦
夷
政
策

相
馬
の
製
鉄
遺
跡
群
』
シ
リ
ー

ズ
「
遺
跡
を
学
ぶ」

二
―

、

新
泉
社 、
―
1
0
0
五
年 。

飯
村
均
「
陸
奥
南
部
に
お
け
る
古
代
鉄
生
産」
『
中
世
奥
羽
の
考
古
学
』

高
志
吾
院 、

二
0
一

五
年 、

初
出
二
0
―

二
年 。

能
登
谷
宣
康
「
金
沢
地
区
の
古
代
鉄
生
産」
『
福
島
考
古』

四
六 、
二
0
0
五
年
な
ど 。

香
川
慎
一

「
焼
土
坑
の
再
検
証」
『
論
集
し
の
ぶ
考
古

目
黒
吉
明
先
生
頌
寿
記
念
』

論

集
し
の
ぶ
考
古
刊
行
会 、
一

九
九
六
年 。

前
掲
（

註
35)

平
川
二
0
1
―
―
壽 ゜

加
藤
謙
吉
『
大
和
政
権
と
フ
ミ
ヒ
ト

制
』

吉
川
弘
文
館 ‘
―
1
0
01―一
年 。

佐
伯
有
清
『
新

撰
姓
氏
録
の
研
究

考
證
篇

五
』

吉
川
弘
文
館 、
一

九
八一
二
年 、
一
―――一
九
頁
で
も 、
「
和

徳
三
衣」

を
和
徳
史
の
一

族
で
あ
る
と
の
立
場
を
採
っ
て
い
る 。

新
井
隆
一

「
陸
奥
産
金
と
征
夷」
『
法
政
史
学
』

八
0 、
二
0
-
――一
年 。

菅
原
祥
夫
「
古
代
会
津
の
開
発
と
渡
来
系
集
団

ー
「
梓

今
来」
・
「
秦
人」

を
め
ぐ
っ

て
ー

」
『
韓
式
系
土
器
研
究
』
一

四 、―
1
0
一

五
年 。

菅
原
祥
夫
「
列
島
周
縁
の
比
較
考
古
学

-1

0
世
紀
の
都
城
盆
地
と
会
津
盆
地
ー」

須

田
勉
編
『
日
本
古
代
考
古
学
論
集』

同
成
社 、
―
1
0

ニ
ハ
年 。

こ
の
ほ
か 、

図
3
で
は
図
示
し
て
い
な
い
が 、

会
津
郡
家
に
比
定
さ
れ
る
郡
山
遺
跡
か

ら
出
士
し
た
「
来」

墨
書
上
器
に
つ
い
て 、
五
十
嵐
純
一

氏
は
西
木
流
c

遺
跡
出
土
の
「
梓

今
来」

を
想
起
さ
せ
る
と
評
価
し
て
い
る
（
五
十
嵐
純
一

「
ま
と
め」
『
郡
山
遺
跡
XII

ー
総
括
報
告
蕃
ー

』

会
津
若
松
市
教
育
委
員
会 、
―
1
0
一

七
年） 。
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註
53)
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主
2)

(1一11日
5

初
出―1
0一
四
年 。

太
田
亮
『
姓
氏
家
系
大
辞
典』
四 、
国
民
社 、
一
九
四
四
年 、
「

奈
癸
私」
の
項
で
は 、

陸
奥
国

の
奈
気
私
造
を
「
前
項
(
11
山
城
国

の
奈
癸
私
造 、
筆
者
補
足）
の
族」
と
し
て

い
る。

前
掲
（
註
51)
櫛
木一
九
八
二
年
論

文

。

今
井
啓一
「

南
山
城
に
お
け
る
帰
化
人
と
そ

の

文

化」
斎
藤
忠
編
『
日
本
考
古
学
論
集

1
0

日
本
と
大
陸
の
古

文

化』
吉
川
弘

文

館 、
一
九
八
七
年 、
初
出一
九
五
八
年 。

佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究

考
証
篇
五』
吉
川
弘

文

館 、
一
九
八
三
年
に
お
い
て

も 、
山
城
国
諸
蕃
に
見
え
る
「
狛
造
氏
の一
族
か」
と
し
て
い
る。

な
お、
山
城
国
に
お
け
る
高
麗
人
の
居
住
を
示
す
史
料
は 、
本
史
料
の
他
に、
『
日
本
三

代
実
録』
貞
観――一
年
（
八
六一
）
八
月
十
九
日
庚
申
条
「
伐二
高
麗一 。
其
主
鍮レ
城
而
遁 ゜

乗レ
勝
入レ
宮 。
壺
得
珠
賓
貨
賂一 。
以
獣レ
之 。
破
城
嶋
天
皇
世 。
還
来
猷二
高
麗
之
囚ー 。

今
山
城
國
狛
人
是
也 。」
と
あ
る
記
述
な
ど
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る。
赤
羽
奈
津
子
「
渡

来
系
氏
族
と
寺
院」
『
二
0一
五
年
度

研
究
活
動
報
告
書
別
冊

プ
ロ
シ
ー

テ
ィ
ン
グ

ス
改
訂
版』
龍
谷
大
学
世
界
仏
教

文

化
研
究
セ
ン
タ
ー 、
―1
0一
六
年 。

井
上
満
郎
「
古
代
南
山
城
と
渡
来
人」
『
京
都
府
埋
蔵

文

化
財
論
集』
六 ‘―I
OI
O
年 。

前
掲
（
註
27)
武
者
小
路一
九
八一
著 。

井
上
満
郎
「
平
安
京
域
設
定

の
歴
史
的
研
究」
『
日
本
歴
史』
三
0
八 、一
九
七
四
年 。

藤
木
海
「
泉
廃
寺
跡
と
関
連
遺
跡
の
八
世
紀
に
お
け
る
造
瓦」
『
福
島
考
古』

五
0 、―1
0
0
九
年 、
の
ち
国
士
舘
大
学
審
査
学
位
論

文

（
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ

国
士
舘

大
学）
『
古
代
地
方
官
街
と
官
徊
周
辺
寺
院
の
造
営
・
維
持
・
管
理
体
制
に
関
す
る
考
古

学
的
研
究
ー

陸
奥
南
部
を
中
心
と
し
て
ー』

C
i
n
i.1 、

二
0一
六
年 、
第一
部
第
三

章
に
所
収 。

『
大
日
本
古

文

掛』
一
三
巻 、
一
六
五
頁 。

森
郁
夫
「
瓦
当

文

様
の
創
作」
『
日
本
の
古
代
瓦』
雄
山
閣 、
一
九
九
一
年 、
初
出

一
九
八一一
年 。

真
野
古
城
跡
の
古
瓦
に
つ
い
て、
菅
原
祥
夫
氏
は
近
江
国
穴
太
郡
を
技
術
的
故
地
と
す
る

（
菅
原
祥
夫
「
製
鉄
導
入
の
背
景
と
城
柵•
国
府 、
近
江」
『
月
刊
考
古
学
ジ
ャ
ー

ナ
ル』

六
六
九 、
二
0一
五
年） 。
こ

の
点
に
つ
い
て
筆
者
は 、
た
と
え
ば
瓦

文

様
の
作
画
に
南
山

城
を
技
術
的
故
地
と
す
る
「
両
工」 、
瓦

の
製
作
そ

の
も

の
に
近
江
国
穴
太
郡
を
技
術
的

故
地
と
す
る
「
瓦
エ」
が
関
わ
っ
た
と
解
す
れ
ば 、
分
業
の
観
点
か
ら
菅
原
氏
の
見
解
と

整
合
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る。
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吉
野
武
「
熊
の
作
遺
跡
出
土

の
木
簡」
『
宮
城
県

文

化
財
調
査
報
告
書―一
四
三

遺
跡
ほ
か』
宮
城
県
教
育
委
員
会 、
二
0一
六
年 。

亀
田
修一
「
陸
奥
の
渡
来
人
（
予
察）」
『
古
墳
時
代
東
国
に
お
け
る
渡
来
系

文

化
の
受
容

と
展
閲』
専
修
大
学

文

学
部、
二
0
0
三
年
（
研
究
代
表
者：
土
生
田
純
之） 。

鈴
木
啓
「
積
達
地
方
の
古
代」
『
福
島

の
歴
史
と
考
古』
纂
修
堂 、
一
九
九
三
年 、
初
出

一
九
八
九
年 。

平
川
南
「
港
湾
と
海
上
ル
ー
ト

中
世
都
市
鎌
倉
以
前」
『
律
令
国
郡
里
制
の
実
像』

下
巻 、
吉
川
弘

文

館 、
―1
0一
四
年 、
初
出―1
0
0
四
年 。

前
川
明
久
「
大
化
前
代
の
下
総
地
方
に
つ
い
て」
『
H
本
古
代
政
治
の
展
開』
法
政
大
学

出
版
局 、
一
九
九一
年 、
初
出一
九
六
七
年 。

青
木
淳
「

南
相
馬
・
大
悲
山
磨
崖
仏
と
渡
来

文

化」
『
福
島

の
磨
崖
仏 、
鎮
魂
の
旅
へ
』

淡
交
社 、
二
0一
七
年 。

吉
田
生
哉
「
ま
と
め」
い
わ
き
市
教
育

文

化
事
業
団
編
『
荒
田
目
条
里
遺
跡』
い
わ
き
市

教
育
委
員
会 、
二
0
0一
年 。

奈
良
国
立

文

化
財
研
究
所
編
『
平
城
京

長
屋
玉
邸
宅
と
木
簡』
吉
川
弘

文

館 、

一
九
九一
年 。
長
屋
王
邸
か
ら
は 、
絵
画
関
係
の
考
古
資
料
と
し
て、
楼
閣
山
水
之
板
絵

習
書
な
ど
も
出
土
し
て
い
る。

高
島
英
之
「
絵
画
表
現
と
社
会
機
能」
『
歴
史
評
論』
六
0
九 ‘―1
0
0一
年 。

金
子
裕
之
「
長
屋
主

の
造
寺
活
動」
奈
良

文

化
財
研
究
所
編
『
長
屋
王
家
・―一
条
大
路
木

簡
を
読
む』
吉
川
弘

文

館 ‘
―1
0
0一
年 。

た
と
え
ば 、
荒
木
敏
夫「
伊
場
の
祭
祀
と
木
簡
・
木
製
品」
竹
内
理
三
編『
伊
場
木
簡
の
研
究』

東
京
堂
出
版 、
一
九
八一
年 。
樋
口
州
男
「
古
代
の
馬
信
仰」
高
橋
富
雄
編
『
馬
の

文

化

叢
書

第
二
巻

古
代

馬
と
日
本
史
ー』

財
団
法
人
馬
事

文

化
財
団 、一
九
九
五
年 、

初
出一
九
九一
年
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る。

ま
た 、
近
年
の
会
津
縦
貰
北
道
路
に
お
け
る
発
掘
成
果
と
の
関
連
で 、
荒
田
目
条
里
遺
跡

出
土
絵
馬
が
祭
祀
の
側
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る。
鶴
見
諒
平
「
第
三
章

総
括

第
三
節

木
器」
『
会
津
縦
貫
北
道
路
遺
跡
発
掘
調
査
報
告一
四

桜
町
遺
跡
（
五
次）

西
木
流
c

遺
跡
（一一
次）
西
木
流
D
遺
跡
（一
次）
鶴
沼
B
遺
跡
（一
次）』
福
島
県
教

育
委
員
会 、
―1
0一
四
年 。

平
川
南
『
よ
み
が
え
る
古
代

文

壽

ー
漆
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
日
本
社
会
ー

』
岩
波
書

店 、
一
九
九
四
年 。

藤
井
一
―-
「
古
代
に
お
け
る
荘
園
絵
図

の
描
写
と
画
師」
『
古

文

吾
研
究
』

熊
の
作
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古
代
の
歴
史
と
景
観
』

宇
治
市 、

山
田
良
三
「
郡
郷
の
成
立
と
景
観」
『
宇
治
市
史
一

一

九
七
三
年 。

滝
川
政
次
郎
「
画
工
司
・

国
画
師
の
職
制
を
論
じ
て
合
戦
絵
・

祥
瑞
絵
・

慨
側
図
絵
等
の

起
源
に
及
ぶ」
『
法
制
史
論
叢
四
』

角
川
壽
店 、
一

九
六
七
年 、

初
出
一

九
五
三
年 。

武
者
小
路
穣
『
天
平
芸
術
の
エ
房』

教
育
社 、
一

九
八
一

年 。

た
と
え
ば 、

前
掲
（

註
27
)

武
者
小
路
一

九
八
一

著
に
お
い
て 、

私
部
郷
の
存
在
を
前
提

と
し
た
立
論
が
行
わ
れ
て
い
る
が 、
「
和」

郷
が
「
私」

の
誤
写
に
基
づ
く
郷
名
で
は
な
く 、

ま
た 、

そ
の
複
姓
の
構
造
理
解
が
不
適
で
あ
る
こ
と
は 、

別
稿
で
詳
述
す
る
通
り
で
あ
る 。

樋
口
知
志
「
仏
教
の
発
展
と
寺
院」
『
新
版

古
代
の
東
北
』

角
川
書
店 、
一

九
九―
一
年 。

佐
川
正
敏
「
東
北
に
お
け
る
寺
院
の
成
立
と
展
開」

入
間
田
宣
夫
・

菊
池
和
博
編
『
講
座

東
北
の
歴
史

第
五
巻

信
仰
と
芸
能
』

清
文
堂 、

二
0
一

四
年 。

佐
川
正
敏
「
東
北
へ
の
仏
教
の
伝
来
と
寺
院
造
営
・

瓦
生
産」

熊
谷
公
男
編
『
蝦
夷
と
城
柵
の
時
代
』

吉
川
弘
文
館 、
一
―
0
一

五
年
な
ど 。

い
わ
き
市
教
育
文
化
事
業
団
編
『
夏
井
廃
寺
跡
』

い
わ
き
市
教
育
委
員
会 ‘1
1

0
0
四
年 。

近
年
の
夏
井
廃
寺
を
巡
る
研
究
に
つ
い
て
は 、

中
山
雅
弘
「
夏
井
廃
寺
跡
を
め
ぐ
る
諸
問

題」

『
い
わ
き
市
教
育
文
化
事
業
団
研
究
紀
要
』
一

四 ‘―
1

0
一

七
年
を
参
照 。

今
泉
隆
雄
「
古
代
国
家
と
郡
山
遺
跡」
『
古
代
国
家
の
東
北
辺
境
支
配
』

吉
川
弘
文
館 、

二
0
一

五
年 、

初
出
二
0
0
五
年 。

平
川
南
「
古
代
の
白
河
郡」
『
関
和
久
遺
跡
』

福
島
県
教
育
委
員
会 、
一

九
八
五
年 。

今
泉
隆
雄
「
陸
奥
国
と
石
城
郡」
『
根
岸
遣
跡
』

い
わ
き
市
教
育
委
員
会 ‘
―
1

0
0
0
年 。

な
お 、

磐
城
郡
及
び
磐
城
郷
の
あ
る
名
取
郡
・

宮
城
郡
·

桃
生
郡
が
い
ず
れ
も
沿
岸
部
に

所
在
す
る
点
に
注
目
し
た
荒
木
隆
氏
は 、

海
上
交
通
路
の
影
響
を
背
景
と
し
て
重
視
す
る

（
荒
木
隆
「
陸
奥
南
部
の
「
海
の
道」
」
『
福
島
考
古
』

五
二 、―
I
O
I
―

年）
。

ま
た 、

陸

奥
国
に
お
け
る
仏
教
伝
揺
の
経
路
に
つ
い
て 、
『
日
本
霊
異
記
』

下
巻
四
話
に
お
け
る
陸

奥
国
へ
の
海
上
ル
ー
ト
な
ど
の
検
討
か
ら 、

郡
山
廃
寺
へ
の
仏
教
伝
播
に
海
上
ル
ー
ト

が

使
用
さ
れ
た

と
す
る
三
舟
隆
之
氏
の
研
究
も
あ
る
（
三
舟
隆
之
「
東
北
地
方
へ
の
仏
教

伝
播

『
日
本
霊
異
記
』

下
巻
四
縁
を
中
心
に」
『『
日
本
霊
異
記
』

説
話
の
地
域
史
的
研

究
』

法
蔵
館 、

二
0
一

六
年 、

初
出
二
0
―

二
年） 。

平
川
南
『
東
北
「
海
道」

の
古
代
史
』

岩
波
薔
店 、
―
1

0
―

二
年 。

前
掲
（

註
31
)

い
わ
き
市
教
育
文
化
事
業
団
二
0
0
四
報
告
吾 ゜

窪
田
大
介
「
七・
八
世
紀
陸
奥
国
の
郡
街
周
辺
寺
院
と
そ
の
意
義」
『
古
代
東
北
仏
教
史
研

究
』

法
蔵
館 、

二
0
―
一

年 。

（

註

49)

t
o
)

 

(
1111

n

5
 

（
註
51)

（

註

48)

（
註
47)

（

註

45)

（
註
46)

（

註

44)

（
註
43)

（

註

38)

（
註
39)

（

註

40)

（
註
41)

（

註

42)

『
大
日
本
古
文
書』

四
巻 、

ニ
ニ
七
頁 。

『
大
日
本
古
文
書』

四
巻 、

二
五
九
頁 。

『
大
日
本
古
文
書』

四
巻 、

二
五
九
頁 。

『
大
日
本
古
文
書』

四
巻 、

二
五
九
S

二
六
0
頁 。

直
木
孝
次
郎
「
画
師
氏
族
と
古
代
の
絵
画」

朝
鮮
文
化
社
編
『
日
本
文
化
と
朝
鮮
』

新
人

物
往
来
社 、
一

九
七
三
年 。

上
村
順
三
「
八
世
紀
に
お
け
る
画
師
の
労
働
編
成
に
つ
い
て」
『
名
古
屋
大
学
日
本
史
論
集』

吉
川
弘
文
館 、
一

九
七
五
年 。

岡
藤
良
敬
「
八
憔
紀
中
葉
画
工
司
所
属
画
エ
」
『
幅
岡
大
学
人
文
論
叢
』

七
ー

三 、

一

九
七
五
年 。

『
大
日
本
古
文
書』

四
巻 。

野
間
清
六
「
奈
良
時
代
の
画
師
に
関
す
る
考
察」
『
建
築
史
』
―

I
六 、
一

九
三
九
年 。

木
村
武
夫
「
画
工
司
と
画
師
に
つ
い
て」
『
龍
谷
史
壇
』

五
六・
五
七 、
一

九
六
六
年 。

百
橋
明
穂
「
絵
画
と
画
師」
『
列
島
の
古
代
史

ひ
と
•

も
の
•

こ
と

五

専
門
技
能

と
技
術
』

岩
波
薔
店 、
―
1

0
0
六
年 。

な
お 、

風
間
亜
紀
子
「
古
代
の
作
両
事
業
と
画
工
司」
『
古
代
文
化
』

六
五

ー
一

、

二
0
一

三
年
で
は 、

大
仏
殿
廂
絵
作
画
関
係
史
料
に
お
い
て 、

画
工
司
画
工
の
半
数
は
画

師
系
氏
族
で
あ
る
一

方 、

残
る
半
数
が
そ
う
で
は
な
い
点
に
着
目
し 、

各
氏
族
に
伝
え
ら

れ
て
き
た
作
画
の
技
能
が
官
司
に
移
行
さ
れ
た
と
評
価
す
る 。

ま
た 、

物
部
福
万
呂
を
記
し
た
『
西
南
角
領
解』

は 、

地
方
の
画
エ
と
し
て 、

伯
苦
国
相

見
郡
の
刑
部
緑
万
呂 、

周
防
国
余
色
郡
の
辛
人
大
万
呂 、

美
濃
国
不
破
郡
の
勝
継
人 、

美

作
国
久
米
郡
の
家
部
乙
麻
呂
な
ど
の
画
師
を
記
し
て
い
る
こ
と
も 、

参
考
と
な
ろ
う 。

田
中
史
生
「
文
献
史
学
か
ら
み
た
渡
来
人」

士
生
田
純
之・
亀
田
修
一

編
『
季
刊
考
古
学』

一

三
七 、
二
0
一

六
年 。

『
大
日
本
古
文
吾』

＋
六
巻 、

五
八
頁 。

『
大
日
本
古
文
善
』

十
六
巻 、

三―
―
七
頁
な
ど 。

矢
部
良
明
「
奈
良
朝
の
民
間
工
人
の
動
向」
『
M
u
s
e
u
m
』

ニ
―

六 、
一

九
六
九
年 。

櫛
木
謙
周
「
技
術
と
政
治

」

三
浦
圭
一

編
『
技
術
の
社
会
史
第
一

巻
』

有
斐
閣 、

一

九
八
二
年 。

四
柳
嘉
章
『
も
の
と
人
間
の
文
化
史
1
3
1

|
I

漆
ー

』

法
政
大
学
出
版
局 、

二
0
0
六
年 。

古
尾
谷
知
浩「
古
代
の
漆
工」
『
漆
紙
文
書
と
漆
工
房』
名
古
屋
大
学
出
版
会 、
二
0
一

四
年 、
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（
註

1)

私
部
を
網
羅
的
に
扱
っ
た
研
究
と
し
て
は 、

岸
俊
男
「
光
明
立
后
の
史
的
意
義」
『
日
本

古
代
政
治
史
研
究』

塙
書
房 、
一

九
六
六
年 、

初
出一

九
五
七
年
が
先
駆
的
で
あ
る
が 、

近
年
で
は
士
田
可
奈
a
「

私
部
の
設
置
と
意
義」
『
新
潟
史
学』

五
0 、
二
0
0
三
年 、

土

田
可
奈
b
「

私
部
の
伝
領
と
皇
后」
『
佐
渡
・
越
後
文
化
交
流
史
研
究』

四 、
二
0
0
四
年

な
ど
で 、

私
部
に
関
す
る
文
献
史
料
・
文
字
資
料
を
網
羅
的
に
集
成
し
た
上
で

の
立
論
が

試
み
ら
れ
て
い
る。

し
か
し、

た
と
え
ば 、
「
大
私」

墨
書
士
器
を
出
土
し
た
屋
敷
遺
跡

の
報
告
薔
『
東
北
横
断
自
動
車
道
遺
跡
調
査
報
告
―
二

屋
敷
遺
跡』
（
福
島
県
教
育
委

員
会 、
一

九
九
一

年）

は
一

九
九
一

年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
が 、

土
田
a 、

b
論
文
掲
載

の
全
国

の
私
部
分
布
表
で
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い 。

ま
た 、
「
秦
人」

墨
書
土
器
に
つ
い

て
は 、

上
吉
田
遺
跡
の
報
告
書
（『
東
北
横
断
自
動
車
道
遺
跡
調
査
報
告
九

船
ヶ
森
遣

跡
・
上
吉
田
遺
跡』

福
島
県
教
育
委
員
会 、
一

九
九
一

年） 、

及
び
「
秦
口
〔
人
力〕」

墨

書
士
器
を
出
土
し
た
東
高
久
遺
跡
の
報
告
書
（『
東
高
久
遺
跡』

会
津
若
松
市
教
育
委
員

会 、
―
1
0
0
五
年）

で
報
告
さ
れ
て
い
る
が 、

史
料
上
で
秦
人
の
分
布
が
確
認
さ
れ
た
地

域
を
集
成
し
た
加
藤
謙
吉
『
渡
来
氏
族
の
謎』

祥
伝
社
新
書 、

二
0
一

七
年 、
一

0
1

�

1

0
四
頁
に
お
い
て、

陸
奥
国
は
秦
人
の
分
布
地
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
な
い 。

管
見
の
限
り
で
は 、

鈴
木
啓
『
南
奥
の
古
代
通
史
』

歴
史
春
秋
社 、

二
0
0
九
年 、

四
0
0
頁
に
お
い
て、
「

私
部
は 、

磐
城
と
会
津
に
居
住
し
た
こ
と
が
わ
か
り 、

両
者
の

関
係
は
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る。

記
述
に
際
し
て
は 、
『
国
史
大
辞
典

四
』

吉
川
弘
文
館 、
一

九
八
四
年 、
「
き
さ
い
べ
私

部」

の
項 、

岸
俊
男
氏
執
筆
に
加
え 、

前
掲
（

註
1)

岸
一

九
六
六
論
文、

土
田
a 、

b

論
文
な
ど
も
参
考
に
し
た 。

「
大
私」

墨
書
士
器
の
編
年
及
び
出
士
状
況
に
つ
い
て
は 、

前
掲
（

註
1)
「
屋
敷
遺
跡」

九
十
九
報
告
吾
所
収
の
木
本
元
治
「
＋
囮
号
井
戸
跡」

木
本
元
治
「
第
三
章

考
察

第

七
節
ま
と
め

（
二）

平
安
時
代」

を
参
考
に
し
た 。

藤
谷
誠
・
菅
原
祥
夫
・
青
山
博
樹
「
調
査
成
果
と
事
業
の
総
括」
『
会
津
縦
貫
北
道
路
遺

跡
発
掘
調
査
報
告
一

六

西
木
流
D
遺
跡
（
二
次）

鶴
沼
B
遺
跡
（
二
次）

西
坂
オ
遺
跡

（
二
次）
』

福
島
県
教
育
委
員
会 、

二
0
一

六
年 、

で
は 、

近
年
の
会
津
縦
貫
北
道
路
の
発

掘
調
査
で
褐
ら
れ
た
文
字
資
料
の
集
成
が
行
わ
れ
て
い
る。

和
郷
の
研
究
史
に
つ
い
て
は 、
渡
邊
一

雄
「
古
代
磐
城
郡
「
和
郷」

に
関
す
る
諸
問
題」
『
い

わ
き
市
教
育
文
化
事
業
団
研
究
紀
要』
一

0 、
一

九
九
九
年
を
参
照
さ
れ
た
い 。

『
大
日
本
古
文
壽』

二
巻 ‘
1

0
八
頁 。

（
註
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（
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註
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林
陸
朗
・
鈴
木
靖
民
『
復
元

天
平
諸
国
正
税
帳』

現
代
思
潮
社 、
一

九
八
五
年 。

現
在 、

太
田
勇
陽
「
陸
奥
国
槃
城
郡
「
和」

郷
の
再
検
討」
（
仮）

と
題
し
た
別
稿
を
準

備
中
で
あ
る。

以
下 、

特
に
断
ら
な
い
限
り 、
「
別
稿」

と
呼
ぶ 。

本
来 、
「
画
エ
」
・「
画
師」
・「
画
部」

な
ど

の
用
語
は 、

厳
密
に
は
区
別
し
て
使

用
さ
れ
る
べ

き
用
語
で
あ
る
（
本
間
正
義
「
天
平
時
代
画
師
考
(-
―
)」
『
国
華
』

七
三
三 、
一

九
五
三
年 。

岡
藤
良
敬
「

奈
良
時
代
の
画
工
に
つ
い
て

の
一

考
察」
『
九
州
史

学』
一

四 、
一

九
五
九
年
な
ど） 。

し
か
し、

本
稿
で
は
行
論
の
都
合
上 、
「
画
了」
・「
画
師」

を
区
別
せ
ず
に
論
述
し
て
い
る。

丸
山
裕
美
子
「
帰
化
人
と
古
代
国
家
・
文
化
の
形
成」
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
第
二
巻
』

岩
波
壽
店 ‘
―
1
0
一

四
年 。

家
永
三
郎
『
上
代
倭
絵
全
史

改
訂
版』

黒
水
書
房

一

九
六
六
年 。

高
木
玲
子
「
画
師
・
画
部
考」
『
お
茶
の
水
史
学』
―
―
.

―
―
- 、
一

九
六
九
年 。

な
お、

同
様
の
話
は 、
『
今
昔
物
語』
―
―
一
巻
ー一

八
話
に
お
い
て
も
引
用
さ
れ
て
い
る。

日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
霊
異
記』

岩
波
書
店

一

九
六
七
年 。

佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究

考
證
篇

第
三
』

吉
川
弘
文
館 、
一

九
八一
一
年 。

『
大
日
本
古
文
書』
一
『一
巻 、

ニ
―

九
頁 。

『
大
日
本
古
文
書』

四
巻 、

二
五
九
頁 。

『
大
日
本
古
文
書』
一
『一
巻 、

ニ
―

九
頁 。

『
同』

四
巻 、

二
六
0
頁 。

『
大
日
本
古
文
書』

囮
巻 、

ニ
ニ
七
頁 。

日
本
歴
史
地
名
大
系
二
六
『
京
都
府
の
地
名』
平
凡
社 、
一

九
八
一

年
「
那
紀
郷」

の
項 。

川
島
二
郎
「
名
木
河
作
歌
小
考」
『
山
邊
道』

三
几 、
一

九
九
五
年 。

奈
癸
園
と
奈
癸
勝
の
関
係
に
つ
い
て
は 、

鷺
森
浩
幸
『
H
本
古
代
の
主
家
・
寺
院
と
所
領』

塙
書
房 、

二
0
0
一

年
所
収
の
「
屯
倉
の
存
在
形
態
と
そ

の
管
理」
・「
園

の
立
地
と
そ

の

性
格」

に
詳
し
い 。

加
藤
謙
吉
『
秦
氏
と
そ

の
民

渡
来
系
氏
族
の
実
像』

白
水
社 、
一
1
0
0
九
年 、

初
刷

一

九
九
八
年 。

吉
田
晶
「
大
化
前
代
の
南
山
城」

大
阪
歴
史
学
会
編
『
古
代
国
家
の
形
成
と
展
開』

吉
川

弘
文
館 、
一

九
七
六
年 。

『
日
本
古
代
人
名
辞
典
六
』

吉
川
弘
文
館 、
一

九
七
三
年 、
一

六
五
七
頁 。

西
脇一

修
「
古
代
寺
院
の
成
立
と
平
安
の
古
仏」

久
御
山
町
史
編
さ
ん
委
員
会
『
久
御
山

町
史』

第一

巻 、

京
都
府
久
御
山
町 、
一

九
八
六
年 。
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陸
奥
国
で
は、

会
津
郡
の
「
大
私」

と、

磐
城
郡
の
「
奈
気
私」

が、

私
部
の
分

布
事
例
と
し
て
確
認
で
き
る。

二
0
一

八
年
現
在、

陸
奥
南
部
に
お
け
る
私
部
は
こ

れ
ら
二
例
の
み
で
あ
る
が、

秋
田
県
横
手
市
に
所
在
す
る
前
通
遺
跡
に
お
い
て
私
部

の
分
布
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
場
合
（
註
110
)、
私
部
の
分
布
の
北
限
は、

陸
奥
国
府
所
在
郡
以
北
に
も
及
ぶ
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る。

本
稿
で
の
検
討
に
よ
り、

会
津
郡
·

磐
城
郡
の
私
部
は、

陸
奥
国
に
お
け
る
手
エ

業
生
産
の
技
術
移
転
の
た
め
に、

遠
隔
地
か
ら
移
動
し
て
き
た
手
工
業
生
産
者
と
し

て
の
共
通
点
を
有
す
る
と
考
え
る
に
至
っ
た。

今
回、

筆
者
は
手
工
業
生
産
の
観
点

か
ら、

両
郡
の
私
部
に
注
目
す
る
こ
と
で、

陸
奥
南
部
に
分
布
す
る
私
部
が、

陸
奥

と
遠
隔
地
の
人
の
移
動
を
示
す
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
点
を
指
摘
し
た。

本
稿
に
お

け
る
検
討
で
は、

あ
く
ま
で
文
献
史
料
・

文
字
資
料
か
ら
の
検
討
が
中
心
と
な
っ
て

い
る。

筆
者
の
考
え
が
補
強
さ
れ
る
た
め
に
は、

考
古
学
的
な
知
見
の
増
加
に
依
拠

せ
ざ
る
を
え
な
い
部
分
も
多
い。

画
工
は、

製
鉄
工
人
や
「
瓦
エ
」

同
様、

日
本
古
代
に
お
け
る
技
術
者
と
し
て、

手
工
業
生
産
の
面
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た（
牡
111
)。

の
み
な
ら
ず、
画
工
は
王
権
研
究（
註

匹
や
官
人
制
研
究（
註
113
)

の
面
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
研
究
対
象
で
も
あ
る。

こ
れ
ま
で、

奈
気
私
造
石
嶋
が
画
工
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て、

関
心
が
払
わ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り

+
-
．

お
わ
り
に

生
部
は
文
字
資
料
か
ら
磐
城
郡
に
お
い
て
確
認
さ
れ
（
註
108
)、

養
老
二
年
に
石
城
国
の

版
図
に
含
ま
れ
た
行
方
郡
に
は
日
奉
神
社
が
延
喜
式
内
社
と
し
て
見
え、

日
奉
部
の

設
置
が
想
定
さ
れ
る
（
註
109
)。

ま
た、

奈
気
私
造
石
嶋
は、

画
エ
と
共
に、

進
上
御
馬

部
領
使
も
兼
ね
て
い
た。

エ
人
の
移
動
が、

地
域
編
成
や
交
通
路
の
再
編
と
連
動
し

た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば、

陸
奥
国
に
お
け
る
画
エ
11

手
工
業
生
産
者
と
し
て

の
奈
気
私
造
の
設
定
の
当
初
の
目
的
は、

養
老
二
年
（
七
一

八）

の
石
城
国
の
成
立

や、

養
老
三
年
（
七
一

九）

の
「
海
道
十
駅」

を
意
識
し
た
古
代
国
家
に
よ
る
政
策

の
所
産
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う。

な
か
っ
た
が、

陸
奥
国
に
お
け
る
手
工
業
生
産
者
と
し
て
の
画
工
を
検
討
す
る
こ
と

は、

従
来、

造
寺
や
造
瓦
の
面
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
「
瓦
エ」

や
製
鉄
工
人
の
ほ

か
に、
「
画
下
」

も
加
え
て
考
察
す
る
こ
と
で、

郡
術
周
辺
寺
院
を
中
心
と
し
た
陸

奥
南
部
に
お
け
る
エ
人
の
移
動
や、

地
方
に
お
け
る
仏
教
政
策
の
一

端
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
要
素
を
有
し
て
い
る。

と
同
時
に、

陸
奥
南
部
の
私
部
の
検
酎

は、

福
島
の
地
域
史
研
究
の
み
な
ら
ず、

今
後
の
氏
族
制
研
究
（
註
也

を
考
え
る
上

で
も
重
要
と
な
る。

ま
た、

本
稿
で
度
々

言
及
し
た
別
稿
に
つ
い
て
は、

奈
気
私
造
の
「
奈
気」

が、

な
ぜ
「
和」

郷
を
指
す
と
理
解
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
詳
述
す
る
予
定
で
あ
る。

本

稿
と
姉
妹
編
を
な
す
部
分
も
あ
る
た
め、

併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い。
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陸奥南部における私部と手工業生産

ー大私・奈気私と文字資料としての「今」 一

証
か
ら、

陸
奥
国
に
渡
来
系
エ
人
が
集
め
ら
れ
て
い
た
と
す
る
指
摘
も
出
さ
れ
て
い

る
（
註
85
)。

一

方、

文
献
史
料
で
は、
『
続
日
本
紀
』

神
護
景
雲
三
年
十
一

月
己
丑
条

の
大
伴
部
押
人
の
奏
言
か
ら
（
註
86
)、

神
護
景
雲
年
間
以
前
に、

紀
伊
国
名
草
郡
片
岡

里
か
ら
陸
奥
国
小
田
郡
嶋
田
村
へ

の
人
の
移
動
が
あ
っ

た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い

る。

ま
た、

多
賀
城
出
土
木
簡
に
見
え
る
「
白
河
団」

木
簡
の
「
和
徳
三
衣」

に
つ

い
て、

加
藤
謙
吉
氏
は
「
和
徳
三
衣」

を
畿
内
か
ら
の
二
次
的
な
移
住
者
と
見
て
い

る
（
註
87
)。

こ
の
ほ
か、

冶
金
の
た
め
に
陸
奥
国
ヘ

エ
人
が
派
遣
さ
れ
る
事
例
（
『
続

日
本
紀
』

大
宝
元
年――一
月
十
五
日
条）

や、

百
済
王
敬
福
に
よ
る
陸
奥
国
で
の
産
金

に
渡
来
系
エ
人
の
関
与
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
註
88
)、

文
献
史
料
や
文
字
資
料

の
検
討
か
ら
も、

古
代
陸
奥
国
へ
の
西
日
本
か
ら
の
遠
隔
地
移
動
の
可
能
性
は
指
摘

さ
れ
て
き
た。

そ
の
場
合、

磐
城
郡
の
奈
気
私
や
会
津
郡
の
大
私
も、

畿
内
や
北
陸

の
よ
う
な
遠
隔
地
か
ら
の
人
の
移
動
を
示
す
と
い
う
観
点
か
ら
論
ず
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
は
ず
で
あ
る。

渡
来
系
移
民
の
集
住
が
郷
を
形
成
す
る
場
合
が
あ
る
の
は、

陸
奥
国
柴
田
郡
新
羅

郷
の
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
（
補
注
3
)。

ま
た、

渡
来
系
移
民
が
手
工
業
生
産
に
従

事
す
る
エ
人
と
し
て
の
側
面
を
有
し
て
い
た
こ
と
は、
「
秦
人」
「
梓

今
来」
「
今」

な
ど
の
文
字
資
料
の
出
上
か
ら、

会
津
地
方
に
北
臨
か
ら
の
渡
来
系
移
民
が
集
住
し

た
と
す
る
菅
原
祥
夫
氏
の
研
究
に
詳
し
い
（
註
89
)
0

図
3
に
示
し
た
よ
う
に、

福
島
県
内
の
「
今」

文
字
資
料
は、

こ
れ
ま
で
に
も
金

沢
地
区
製
鉄
遺
跡
群
（
南
相
馬
市
原
町
区）

や
正
直
占
墳
群
（
郡
山
市）

な
ど
で
確

認
さ
れ
て
い
た
が
（
註
90
)、

泉
官
術
遺
跡
（
南
相
馬
市
原
町
区）
（
註
91
)、

関
和
久
官
街

遺
跡
（
泉
崎
村）
（
註

巴

の
よ
う
な
郡
家
比
定
地
か
ら
も
出
土
し
て
い
る。

更
に、

近

年
の
会
津
縦
貫
北
道
路
の
発
掘
調
査
で
も
「
今」

墨
書
土
器
・

刻
書
士
器
が
大
量
に

出
士
し
（
註
93
)、

金
沢
製
鉄
遺
跡
群
の
「
今」

に
つ
い
て
は
製
鉄
工
人
（
註
94
)、

会
津
地

方
に
お
け
る
「
今」

に
つ
い
て
は、

北
陸
か
ら
の
地
域
開
発
を
目
的
と
し
た
渡
来
系

移
民
を
指
す
と
い
う
指
摘
が
が
既
に
な
さ
れ
て
い
る
（
註
95
)。

本
稿
で
扱
っ
た
画
工
の

作
画
技
術
が、

元
来
「
新
漢
(
11
今
来
漢
人）
」
（
註
96
)

に
よ
る
技
術
で
あ
っ
た
こ
と

を
想
起
し
た
場
合、

陸
奥
国
に
お
け
る
画
工
の
存
在
は、

陸
奥
国
に
お
け
る
新
規
の

手
工
業
生
産
者
11
「
今
来」

の
エ
人
と
し
て、

地
方
官
人
層
を
中
心
に
認
識
さ
れ
て

い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る。

と
同
時
に、
先
述
の
東
高
久
遺
跡・
上
吉
田
遺
跡
の
「
秦

人」

墨
書
士
器
に
つ
い
て
は、

こ
れ
ま
で
養
蚕
（
註

巴

や
窯
業
（
註
98
)

と
の
関
連
か
ら

論
じ
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た。

そ
の
一

方、

大
阪
府
交
野
市
青
野
に
所
在
す
る
上
私

部
遺
跡
か
ら
新
羅
系
の
土
器
が
出
土
し
て
い
る
事
例
や（
註
99
)、
奈
癸
私
造
JI
見
売
(
II

私
部）
と
広
幡
東
人
(
11
秦
人）
が
親
子
関
係
に
あ
る
事
例
社
100
)

な
ど
を
確
認
し
う
る。

そ
れ
ら
は、

陸
奥
南
部
へ
の
私
部
の
遠
隔
地
移
動
に、

渡
来
人
と
の
併
存
関
係
や
地

縁
的
関
係
が
影
響
し
た
と
の
理
解
を
促
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る。

菅
原
祥
夫
氏
に
よ
れ
ば、

近
江
か
ら
陸
奥
国
行
方
郡
・

宇
多
郡
に
製
鉄
の
技
術
移

転
が
行
わ
れ
た
と
し
（
註
101
)、

近
年
で
は
熊
の
作
遺
跡
出
士
木
簡
の
検
討
か
ら、

陸
奥

国
信
夫
郡
安
岐
郷
（
里）

が、

山
陽
地
方
の
安
芸
国
か
ら
の
移
民
に
基
づ
い
て
成
立

し
た
郷
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
註
102
)。

陸
奥
国
行
方
郡
真
野
郷
が、

近
江
国
滋
賀
郡
真

野
郷
を
本
拠
と
し
た
真
野
氏
に
由
来
す
る
と
し
た
指
摘
は
こ
れ
ま
で
に
も
あ
っ
た
が

（
註
103
)、

陸
奥
国
磐
城
郡
「
和」

郷
が
山
城
国
久
世
郡
「
那
紀」

郷
か
ら
の
移
民
に
基

づ
く
郷
名
で
あ
る
と
す
れ
ば、

陸
奥
南
部
に
は、

西
日
本
か
ら
の
手
工
業
生
産
者
の

移
民
に
よ
っ
て
成
立
し
た
郷
が
複
数
存
在
す
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る。

磐
城
郡
は
令
制
下
で
「
東
山
道」

の
陸
奥
国
に
属
す
る
一

方、
「
東
海
道」

の
常

陸
国
に
接
す
る
地
理
的
条
件
下
に
あ
っ
た。

同
じ
く、

会
津
郡
は
令
制
下
で
「
東
山

道」

の
陸
奥
国
に
属
す
る
一

方、
「
北
陸
道」
（
註
104
)

の
越
後
国
（
註
105
)

に
接
す
る
地
理

的
条
件
下
に
あ
っ
た。

陸
奥
南
部
で
確
認
で
き
る
「
奈
気
私」

や
「
大
私」

の
よ
う

な
私
部
の
分
布
の
背
景
に
は、

前
者
が
東
海
道、

後
者
が
北
陸
道
を
介
し
た
遠
隔
地

移
動
に
よ
る
影
響
が
存
在
し
た
と
指
摘
で
き
る。

吉
村
武
彦
氏
は、

地
域
編
成
の
視
点
か
ら
私
部
・

壬
生
部
・

日
奉
部
の
設
定
に
注

目
し、

地
域
編
成
の
後
に
交
通
路
が
設
定
さ
れ
た
と
す
る
考
え
方
を
示
し
て
い
る
（
註

106
)。

陸
奥
国
の
場
合、

天
平
九
年
の
陸
奥
出
羽
連
絡
路
の
開
削
に
関
連
し
て、

中
央

か
ら
瓦
エ
が
派
遣
さ
れ
た
と
の
推
測
が、

菅
原
氏
に
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
（
註
107
)。

壬
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陸
奥
国
に
お
い
て、
「
画
エ」
「
画
師」

を
記
し
た
文
字
資
料
の
出
士
は
未
報
告
で

あ
る。

し
か
し、

陸
奥
国
に
お
け
る
画
工
の
存
在
を
示
唆
す
る
資
料
は
存
在
す
る。

福
島
県
い
わ
き
市
に
所
在
す
る
荒
田
目
条
里
遺
跡
出
土
の
第
二
号
・

第
三
号
絵
馬

に
つ
い
て
は、

長
屋
王
邸
跡
か
ら
出
上
し
た
絵
馬
と
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（

註
69
)。

長
屋
王
邸
か
ら
は
絵
馬
の
他
に、

猿
の
戯
画
を
描
い
た
晟
書
土
器
（

註
ひ

な
ど

も
出
士
し
て
お
り、

そ
の
筆
致
か
ら
画
師
に
よ
る
下
書
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
（

註
71
)。

長
屋
王
邸
に
画
師
が
い
た
こ
と
は、
「
画
師」
「
画
部」
「
画
写
人」

な
ど

と
書
か
れ
た
木
簡
の
出
上
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
（

註
72
)。

日
本
古
代
に
お
け
る

絵
馬
の
出
土
は、

主
に
祭
祀
的
な
側
面
か
ら
注
目
さ
れ
る
場
合
が
多
い
が
（

註
73
)、

埼

玉
県
所
沢
市
の
東
の
上
遺
跡
か
ら
出
上
し
た
馬
の
戯
画
が
描
か
れ
た
漆
紙
文
書
か
ら

は、

画
師
の
関
与
が
想
定
さ
れ
て
い
る
（

註
74
)。

加
え
て、

考
古
資
料
か
ら
画
師
の
存

在
が
想
定
さ
れ
て
い
る
例
と
し
て
は、
島
根
県
米
子
市
淀
江
町
の
上
淀
廃
寺
や
（

註
75
)、

岐
阜
県
国
府
町
の
鳥
戯
画
平
瓦
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
（

註
76
)。

陸
奥
国
で
は
荒
田
目
条

里
遺
跡
の
ほ
か、

宮
城
県
多
賀
城
市
の
市
川
橋
遺
跡
か
ら
も
絵
馬
が
出
上
し
て
い
る

が
（

註
77
)、

こ
れ
ら
は
郡
家
や
国
府
周
辺
に
お
け
る
画
師
の
活
動
事
例
と
し
て
評
価
で

き
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
（

註
78
)。

今
後
の
発
掘
調
査
で
は、

画
エ
・

画
師
の
存
在

を
明
確
に
記
し
た
文
字
資
料
の
検
出
が
期
待
さ
れ
よ
う。

先
に
確
認
し
た
近
江
国
犬
上
郡
火
田
郷
の
画
エ
・

物
部
福
万
呂
な
ど
の
地
方
の
画

工
に
つ
い
て、

日
本
古
代
の
王
権
と
分
業
の
観
点
か
ら
注
目
し
た
荒
木
敏
夫
氏
は、

地
方
に
お
け
る
官
街
工
房
の
展
開
・

維
持
に、

地
方
に
散
在
す
る
「
潜
在
的
工
人」

の
存
在
を
重
視
す
る
（

註
79
)

陸
奥
国
磐
城
郡
に
お
い
て
は、

福
島
県
い
わ
き
市
所
在

九．

陸
奥
国
に
お
け
る
画
工
関
連
資
料

奥
南
部
に
実
施
さ
れ
た
と
見
た
方
が
妥
当
で
あ
る。

そ
し
て、
史
料
3
も
併
せ
れ
ば、

畿
内
を
初
め
と
し
た
遠
隔
地
か
ら
の
移
民
は、

磐
城
郡
だ
け
で
は
な
く、

後
述
す
る

会
津
郡
も
含
め
た
陸
奥
南
部
の
他
郡
に
お
い
て
も
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る。

の
大
猿
田
遺
跡
が
磐
城
郡
家
の
官
営
工
房
と
し
て
機
能
し
た
可
能
性
が
示
さ
れ
て

い
る
（

註
80
)。

大
猿
田
遺
跡
の
付
近
に
は
玉
造
郷
が
比
定
さ
れ、

現
在
も
い
わ
き
市
四

倉
町
長
友
に
は、
「
玉
造」

と
い
う
小
字
が
残
っ
て
い
る
（
註
81
)。

別
稿
に
よ
る
「
和」

郷
の
比
定
は、
大
字
「
四
倉
町
長
友」

の
南
に
隣
接
す
る
大
字
「
四
倉
町
名
木」
（
中

世
の
「
奈
木
村」
）

が、
「
和
（
な
ぎ）
」

郷
の
遺
称
地
と
す
る
考
え
方
を
根
拠
と
す

る
も
の
で
あ
る。

そ
の
場
合、
「
和」

郷
は
「
玉
造
郷」

と
南
北
に
隣
接
す
る
位
置

に
比
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
り、

現
在
の
四
倉
地
区
一

帯
が、

古
代
磐
城
郡
に
お
け
る

手
工
業
生
産
者
の
集
住
地
と
し
て、

地
方
官
人
層
に
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
る。

そ
し
て、

画
エ
・

奈
気
私
造
石
嶋
は、

荒
木
氏
が
説
く
と
こ

ろ
の
「
村
落
に
居
住
し
徴
発
に
応
じ
て
主
人
と
し
て
の
役
割」

を
果
た
し
て
い
た
「
潜

在
的
工
人」

11
「
里
人」

と
し
て
の
性
格
を
顕
在
化
し
て
い
た
人
物
と
解
釈
す
る
の

が
妥
当
で
あ
る。

現
在、

和
郷
の
比
定
地
で
あ
る
四
倉
町
名
木
地
区
は
散
布
地
が
登

録
さ
れ
る
の
み
だ
が
（

註
82
)、

将
来
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て、

南
山
城
か
ら
の
移
住
を

示
す
考
古
資
料
や
生
産
工
房
の
検
出
が
期
待
さ
れ
る。

陸
奥
と
遠
隔
地
交
流

ー
「
今」
文
字
資
料
と
エ
人

山
城
国
久
世
郡
か
ら
陸
奥
国
磐
城
郡
へ
の
移
民
は、

西
日
本
か
ら
東
北
地
方
へ
の

移
民
を
意
味
す
る。

こ
れ
ま
で、

陸
奥
国
の
郡
名
・

郷
名
に
注
目
し
た
時、

た
と
え

ば
陸
奥
国
亘
理
郡
望
多
郷
が、

上
総
国
望
陀
郡
か
ら
の
移
民
に
よ
る
郷
名
と
理
解
さ

れ
る
場
合
が
あ
っ
た
よ
う
に
（
註
83
)、

主
に
関
東
地
方
の
移
民
に
基
づ
く
郷
名
と
し
て

処
理
さ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た。

し
か
し、

詳
細
に
郷
と
氏
族
の
分
布
関
係
を
検
め

て
み
る
と、

実
際
に
は
関
東
地
方
に
加
え、

畿
内
を
は
じ
め
と
し
た
西
日
本
か
ら
の

移
民
に
基
づ
く
郷
名
も
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る。

そ
の
代
表
例
が、

本
稿
で
取
り

上
げ
た
陸
奥
国
の
奈
気
私
造
の
本
拠
地
11
陸
奥
国
磐
城
郡
「
和」

郷
で
あ
ろ
う。

西
日
本
か
ら
陸
奥
国
へ
の
遠
隔
地
交
流
に
つ
い
て、

考
古
学
の
立
場
か
ら
は、

陸

奥
国
宇
多
郡
・

行
方
郡
の
製
鉄
遺
跡
の
技
術
の
故
地
が、

吉
備
地
方
や
近
江
地
方
に

求
め
ら
れ
る
と
す
る
見
解
が
提
示
さ
れ
（

註
84
)、

金
沢
製
鉄
遺
跡
群
の
焼
士
坑
の
再
検

十
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陸奥南部における私部と手工業生産

ー大私・奈気私と文字資料としての「今」 一

し
て
考
察
し
て
み
た
い。

【
史
料
3】
『
続
日
本
後
紀』

承
和
十
年
（
八
四――-）

十一
月
庚
子
条

陸
奥
國
白
河
郡
百
姓
外
従
八
位
上
動
九
等
狛
造
智
成
戸一
姻。

改レ
姓
為―一
陸
奥

白
河
連一
。

同
國
安
積
郡
百
姓
外
少
初
位
下
狛
造
子
押
麻
呂
戸
一

姻。

改レ
姓
為

陸
奥
安
達
連＿
o

こ
こ
に
見
え
る
狛
造
智
成、

狛
造
子
押
麻
呂
に
つ
い
て、

今
井
啓一
氏
は
『
新
撰

姓
氏
録』

山
城
国
諸
蕃
·
狛
造
条
で
「
狛
造。

出レ
自二
高
麗
国
主
夫
連
王一
也」

と

さ
れ
る
狛
造
の
氏
人
が、

陸
奥
国
白
河
郡
・
陸
奥
国
安
積
郡
に
移
住
し
百
姓
と
な
っ

て
い
た
と
の
理
解
を
示
す（
註
54
)。

古
代
の
山
城
国
に
お
け
る
高
句
麗
系
渡
来
人
の
集

住
に
関
す
る
史
料
と
し
て
は、
『
日
本
書
紀』

欽
明
天
皇
二
六
年
夏
五
月
条
に
「
高

麗
人
頭
霧
晰
耶
陛
等
投ー一
化
於
筑
紫
＼

置二
山
背
国一
。

今
畝
原
・
奈
羅
・
山
村
吉回

麗
人
之
先
祖
也」

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
（
註
55
)。

こ
こ
に
見
え
る
「
奈
羅」

は、
『
和

名
抄』
山
城
国
久
世
郡
那
羅
郷
と
考
え
ら
れ、
『
日
本
三
代
実
録』
元
慶
六
年（
八
八
二）

十
二
月―
―
十一
日
条
に
は、
久
世
郡
に
「
奈
良
野」

な
る
地
名
も
看
取
で
き
る
（
註
56
)
0

そ
し
て、

先
述
の
「
楢
画
師」

の
「
楢」

が
久
世
郡
の
「
那
羅」

郷
を
指
す
と
い
う

指
摘
も
併
せ
て
検
討
す
る
と
（
註
57
)、

南
山
城
の
高
句
麗
系
渡
来
人
の
移
住
が、

白
河

郡
や
安
積
郡
を
初
め
と
し
た
陸
奥
南
部
の
諸
郡
に
も
行
わ
れ
た
可
能
性
を、

史
料
3

は
示
す
こ
と
に
な
る。

こ
の
よ
う
な
視
点
は、

先
述
の
山
城
国
久
世
郡
に
お
け
る
奈
癸
私
造
と
黄
文
画
師

と
の
関
連
を
検
肘
す
る
上
で
も
有
効
で
あ
る。

山
城
国
久
世
郡
に
集
住
し
て
い
た

黄
文
連
は、
『
新
撰
姓
氏
録』

山
城
国
神
別
・
黄
文
連
条
に
お
い
て
「
黄
文
連。

出

レ
自二
高
麗
国
人
久
斯
祁
工
也」

と
さ
れ
て
い
る。

山
城
国
の
奈
癸
私
造
の
本
貰
地

で
あ
る
山
城
国
久
世
郡
は、

狛
系
の
渡
来
人
の
集
住
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
て

い
る
（
註
58
)。

こ
の
よ
う
な
事
例
を
照
ら
し
合
わ
せ
た
場
合、

陸
奥
国
の
奈
気
私
造
の

画
エ
と
し
て
の
技
術
は、

高
句
麗
系
の
影
瞥
を
強
く
受
け
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ

る。
そ
の
上
で
注
目
さ
れ
る
の
は、

真
野
古
城
の
鐙
瓦
の
文
様
が、

高
句
麗
系
の
系
譜

に
属
す
る
こ
と
で
あ
る。

藤
木
海
氏
は、

文
様
意
匠
の
創
出
に、

渡
来
系
の
文
様
に

精
通
し
た
瓦
下
の
ほ
か、

画
師
な
ど
の
関
与
も
想
定
し
て
い
る
（
註
59
)。

画
師
が
瓦
の

下
絵
製
作
に
も
携
わ
る
場
合
が
あ
っ
た
の
は、

天
平
勝
宝
八
年
の
造
東
大
寺
司
『
写

書
所
食
日
帳』
に
お
い
て、

画
師
が
「
瓦
様」

を
描
い
て
い
る
こ
と
（
註
60
)

か
ら
も

明
ら
か
で
あ
る
（
註
61
)。

ま
た、

先
に
確
認
し
た
画
工
の
職
掌
も
再
確
認
す
れ
ば、

陸

奥
国
に
お
け
る
瓦
の
製
作
に
は
「
瓦
エ」

の
み
な
ら
ず、
「
画
エ」

も
関
与
す
る
可

能
性
も
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
せ
ね
ば
な
る
ま
い
（
註
62
)。

高
句
麗
系
瓦
が
真
野
古
城
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
は、

南
山
城
を
技
術
的
故

地
と
す
る
高
句
麗
系
技
術
を
有
し
た
画
エ
・
奈
気
私
造
が、

郡
域
を
越
え
て
活
動
し

た
可
能
性
を
強
く
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る。

八
世
紀
前
半
に
お
い
て、

陸
奥
国
の
手

工
業
生
産
従
事
者
が
郡
域
を
越
え
て
他
郡
に
活
動
す
る
場
合
が
あ
っ
た
の
は、

宮
城

県
亘
理
郡
山
元
町
に
所
在
す
る
熊
の
作
遺
跡一
号
木
簡
（
註
63
)

か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る。
無
論、

南
山
城
か
ら
陸
奥
南
部
に
お
け
る
狛
造
の
移
住
が、

他
地
域
を
介
し
た一―

次
的、

三
次
的
な
も
の
だ
っ
た
の
か
否
か
を
断
定
す
る
こ
と
に
対
し
て
は、

古
墳
時

代
の
東
北
の
渡
来
系
遺
物
を
検
討
し
た
亀
田
修一
氏
の
検
討（
註

巴
や、

史
料
③
の

白
河
郡
・
安
積
郡
の
狛
造
を、

武
蔵
国
高
麗
郡
か
ら
の
移
民
と
想
定
す
る
鈴
木
啓
氏

の
検
討（
註
65
)

な
ど
を
踏
ま
え
た
場
合、

慎
重
を
期
す
必
要
が
あ
る。

史
料
1
に
お
い
て、
「
奈
気
私
造
石
嶋」

で
は
な
く
「
私
部
石
嶋」

と
そ
の
人
名

が
表
記
さ
れ
て
い
れ
ば、

石
嶋
は
人
面
墨
書
士
器
と
の
関
係
か
ら
密
接
な
関
係
に
あ

り
（
註
66
)、

私
部
が
多
く
集
住
す
る
上
総
地
方
（
註

包
か
ら
の
二
次
的
な
移
配
と
見
る

こ
と
も
で
き
よ
う。

し
か
し、

先
に
確
認
し
た
よ
う
に、
「
ナ
キ
＋
私
（
造）」

で
構

成
さ
れ
る
複
姓
の
私
部
の
伴
造
氏
族
は、

表
1
に
示
し
た
よ
う
に、

全
国
的
分
布
を

示
す
私
部
の
中
で、

陸
奥
国
と
山
城
国
の―
一
地
域
の一一
氏
族
に
限
定
さ
れ、

該
当
地

域
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
本
拠
地
と
さ
れ
る
郷
名
が
存
在
す
る。

そ
の
こ
と
を
鑑
み
た
場

合、
「
新
漠
(
11
今
来
漢
人）」

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
技
術
を
有
し
た
主
人
集
団

（
註
68
)

の
移
配
が、

少
な
く
と
も
八
世
紀
前
半
の
段
階
で、

南
山
城
か
ら
直
接
的
に
陸
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な
く
「
物
部」

を
称
し
て
い
る。

し
か
し、

福
万
呂
が
属
し
た
近
江
国
犬
上
郡
火
田

郷
に
は、

簑
秦
画
師
道
足
が
画
工
司
画
師
と
し
て
見
え、

道
足
と
同
族
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
資
秦
画
師
豊
次、

賽
秦
君
万
呂
が
近
江
国
犬
上
郡
に
見
え
る。

こ
の
よ
う

な
状
況
に
つ
い
て、

物
部
福
万
呂
が
里
人
画
師
た
り
え
た
背
景
に、

多
く
の
画
工
司

画
師
を
輩
出
し
た
賓
秦
画
師
姓
集
団
と
の
関
連
が
想
定
さ
れ
て
い
る（
註
43
)。

そ
し
て、

こ
の
よ
う
な
事
例
は、

山
城
国
久
世
郡
那
紀
郷
を
本
貫
と
し、

陸
奥
国
の
奈
気
私
造

と
同
族
関
係
に
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
山
城
国
の
奈
癸
私
造
が、

黄
文
画
師
の
末

裔
と
さ
れ
る
黄
文
連
と
同
じ
久
世
郡
に
本
拠
を
置
い
て
い
た
こ
と
と
突
き
合
わ
せ
た

場
合、

き
わ
め
て
重
要
で
あ
る。

ま
た、

先
に
確
認
し
た
山
城
国
久
世
郡
に
お
け
る

画
師
の
集
住
状
況
に
つ
い
て、
黄
文
連
以
外
に
石
作
氏
も
確
認
で
き
る
こ
と
は
（
註
44
)、

同
地
域
に
お
け
る
画
師
の
分
布
が
単
一

氏
族
に
限
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示

す。

更
に、
黄
文
連
と
同
族
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
画
工
司
画
部
の
黄
文――一
田
が、

大
和
国
山
辺
郡
に
見
え
る
こ
と
は

社
45
)、

久
世
郡
に
本
拠
を
置
い
て
い
た
画
工
集
団

が、

国
郡
を
越
え
て
他
国
に
移
住
す
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
（
註
46
)。

こ
れ
ら

の
よ
う
な
事
例
は、

山
城
国
か
ら
陸
奥
国
へ
の
そ
れ
に
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う。

八
世
紀
以
降
に
お
け
る
画
師
・

画
工
の
特
徴
の
ひ
と
つ
に、

非
帰
化
系
氏
族
の
中

か
ら
画
師
と
し
て
活
躍
す
る
事
例
が
看
取
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
（
註
47
)。

た
だ
し、

渡
来
人
と
技
能
の
伝
習
に
つ
い
て
注
目
し
た
田
中
史
生
氏
は、

飛
鳥
寺
造
営
の
エ
人
の
検
討
を
通
し、

六
世
紀
の
仏
教
伝
来
以
降、

一

定
の
職
掌
を

負
っ
た
氏
族
の
世
襲
的
な
技
能
伝
習
と
は
異
な
る
技
能
伝
習
方
式
が
拡
大
し
た
と
す

る
（
註
48
)。

加
え
て、

筆
者
は
先
に、

里
人
画
師
・

物
部
福
万
呂
と
賓
秦
画
師
が、

近

江
国
犬
上
郡
火
田
郷
と
い
う
地
域
を
介
し
た
地
縁
的
結
合
を
強
く
し
て
い
た
可
能
性

に
言
及
し
た。

以
上
の
見
解
・

事
例
を
鑑
み
た
時、

陸
奥
国
の
奈
気
私
造
へ
の
画
工

と
し
て
の
技
術
伝
習
は、

高
句
麗
系
渡
来
人
の
集
住
地
で
あ
っ
た
山
城
国
久
世
郡
の

地
縁
的
な
背
景
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る。

併
せ
て、

私
部
と
手
工
業
生
産
の
関
係
を
考
え
た
時、

次
の
史
料
も
参
考
と
な
る

だ
ろ
う。

【
史
料
2
】

天
平
宝
字
六
年
一
―
一
月
一

六
日
「
私
部
得
麻
呂
漆
工
貢
進
文」
（
註
49
)

貢
上私

部
酒
主
年
廿
但
馬
國
気
多
郡
余
部
郷一
戸
主
私
部
意
嶋
戸
ロ

知
塗
漆

天
平
宝
字
六
年
十
二
月
十
六
日

貢
上
人
右
大
舎
人
少
初
位
上
私
部
得
麻
呂

こ
の
史
料
で
は、

右
大
舎
人
・

私
部
得
麻
呂
が、

但
馬
国
気
多
郡
余
部
郷
戸
主
・

私
部
意
嶋
の
戸
日
・

私
部
酒ヽ
王
を、
「
知
塗
漆」

と
し
て、

造
東
大
寺
司
に
推
薦
し

て
い
る。

私
部
酒
主
は、

塗
漆
主
と
し
て
造
東
大
寺
司
に
貢
進
さ
れ、

造
東
大
寺
写

経
所
に
上
日
す
る
よ
う
に
も
な
る
（
註
50
)。

こ
の
よ
う
な
酒
主
の
貢
進
は、

中
央
官
人

と
し
て
出
仕
し
て
い
た
私
部
得
麻
呂
と
の
同
族
関
係
を
利
用
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ

て
い
る
（
註
51
)。

こ
の
よ
う
な
手
工
業
生
産
者
の
貢
進
例
を
参
考
に
す
れ
ば、

陸
奥
国

の
奈
気
私
造
は、

黄
文
連
（
黄
文
画
師）

か
ら
画
工
の
技
術
伝
習
を
受
け
た
山
城
国

の
奈
癸
私
造
か
ら
分
派
し
た
一

族
（
註
52
)

で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う。

櫛
木
謙
周
氏
に
よ
れ
ば、

東
大
寺
大
仏
殿
の
装
飾
に
使
役
さ
れ
た
画
工
に
代
表
さ

れ
る
「
里
人」

の
よ
う
な
技
能
民
は、

在
地
に
お
い
て
同
業
者
集
落
形
態
を
採
っ
て

い
た
と
指
摘
す
る
（
註
53
)。

そ
の
よ
う
な
櫛
木
氏
の
検
討
を
参
考
に
す
れ
ば、

陸
奥
国

磐
城
郡
「
和」

郷
は、

作
画
事
業
に
関
わ
る
手
工
業
生
産
者
11
奈
気
私
造
の
集
住
地

域
と
し
て、

地
方
官
人
に
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る。

そ
し
て、

そ
の
移
民

の
目
的
は、

陸
奥
国
に
お
け
る
地
方
寺
院
造
営
の
一

端
を
担
う
手
工
業
生
産
の
技
能

移
転
に
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う。

そ
の
こ
と
は、

奈
気
私
造
石
嶋

が
陸
奥
国
の
「
国
画
エ」

で
あ
る
こ
と
を
追
究
し
た
場
合、

古
代
東
北
仏
教
史
研
究

の
観
点
か
ら
も
整
合
す
る
は
ず
で
あ
る。

八．

南
山
城
と
高
旬
麗
系
渡
来
人

で
は、

こ
の
よ
う
な
南
山
城
か
ら
陸
奥
南
部
へ
の
移
民
は、

磐
城
郡
の
み
に
見
ら

れ
る
特
例
的
な
現
象
な
の
だ
ろ
う
か。

そ
の
点
に
つ
い
て、

次
の
史
料
の
検
討
を
通
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陸奥南部における私部と手工業生産

ー大私・奈気私と文字資料としての「今」 一

て
い
る
の
は、

管
見
の
限
り、

滝
川
政
次
郎
氏
（
註
26
)

と
武
者
小
路
穣
氏
（
註
27
)

の一
―

氏
に
限
定
さ
れ
る。

そ
の
論
拠
に
つ
い
て
は、
一

部
私
見
と
異
に
す
る
部
分
も
見
受

け
ら
れ
る
が
（
註
28
)、

両
氏
と
も
陸
奥
国
の
奈
気
私
造
が
山
城
国
の
奈
癸
私
造
と
通
じ

る
と
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る。

陸
奥
国
の
仏
教
伝
播
に
つ
い
て
確
認
す
る
と、
『
日
本
書
紀
』

持
統
天
皇
紀
に
蝦

夷
と
仏
教
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
え
る
（
註
29
)。

考
古
学
的
な
見
地
か
ら
も、

養
老―
―

年
（
七
一

八）

に
石
城
国
・
石
背
国
に
編
成
さ
れ
る
宇
多
郡
·
信
夫
郡
域
に
お
い
て、

陸
奥
国
最
古
級
の
寺
院
が
造
営
さ
れ
る
（
註
30
)。

そ
の
中
で、

陸
奥
国
の
奈
気
私
造
が

本
拠
と
し
た
和
郷
の
属
す
る
磐
城
郡
で
は、

根
岸
官
術
遺
跡
群
に
包
括
さ
れ
る
夏
井

廃
寺
が
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
創
建
さ
れ
る
（
註
31
)
0

史
料
1
に
お
い
て、
奈
気
私
造
石
嶋
が
「
郡
画
エ」
で
は
な
く、
「
国
画
エ」
を
名
乗
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と、

天
平
一

0
年
前
後
に
お
け
る
彼
の
居
住
地
は、

陸
奥
国

磐
城
郡
か
ら
離
れ、

陸
奥
国
の
国
府
所
在
郡
に
移
動
し
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ

る。

し
か
し、

そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も、

次
に
触
れ
る
磐
城
郷
の
郷
名
分
布
か
ら、

奈
気
私
造
の
陸
奥
国
に
お
け
る
本
拠
地
が、

磐
城
郡
「
和」

郷
で
あ
っ
た
と
す
る
筆

者
の
考
え
方
を
妨
げ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い。

陸
奥
国
に
お
け
る
「
磐
城」

郷
名
は、

磐
城
郡
以
外
に
名
取
郡、

宮
城
郡、

桃
生

郡
に
お
い
て
看
取
で
き
る。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は、
「
磐
城
郷」

が
陸
奥
国
名

取
郡
・

陸
奥
国
宮
城
郡
に
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る。

周
知
の
通
り、

多
賀
城
以
前
の
初
期
陸
奥
国
府
は、

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
の
郡

山
遺
跡
で
あ
っ
た
（
註
32
)。

こ
の
う
ち、

多
賀
城
は
陸
奥
国
宮
城
郡、

郡
山
遺
跡
は
陸

奥
国
名
取
郡
に
所
在
し
て
お
り、

宮
城
郡
・

名
取
郡
は
八
世
紀
前
半
に
お
い
て、

陸

奥
国
の
国
府
所
在
郡
と
し
て
機
能
し
て
い
た。

官
城
郡
に
見
え
る
「
白
川」

郷
が、

陸
奥
国
白
河
郡
か
ら
の
移
民
に
よ
っ
て
成
立

し
た
郷
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
（
註
33
)、
同
郡
に
見
え
る
「
磐
城」

郷
は、

陸
奥
国
磐
城
郡
か
ら
の
移
民
に
よ
っ
て
成
立
し
た
郷
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る（
註

34
)。

と
り
わ
け、

八
世
紀
前
半
の
陸
奥
国
府
は、

名
取
・

宮
城
両
郡
に
展
開
し、

磐

城
郡
は
多
賀
城
管
轄
下
に
あ
っ
た
（
翡）。

郡
山
廃
寺
・

多
賀
城
廃
寺
が、

磐
城
郡
の

郡
術
周
辺
寺
院
・

夏
井
廃
寺
と
同
じ
伽
藍
配
置
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
（
註
36
)、

陸
奥

国
磐
城
郡
「
和」

郷
出
身
の
奈
気
私
造
が、

こ
れ
ら
の
寺
院
の
造
営
に
関
与
し
た
可

能
性
を
考
え
た
時、

極
め
て
示
唆
的
で
あ
る。

見
方
を
変
え
れ
ば、

名
取
郡
・

宮
城

郡
の
「
磐
城
郷」

に
は、

磐
城
郡
「
和」

郷
出
身
者
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
る。

窪
田
大
介
氏
は、

陸
奥
南
部
の
寺
院
建
立
の
背
景
に、

陸
奥
南
部
が
国
家
の
東
北

経
営
に
果
た
し
た
背
景
を
重
視
し
て
い
る
（
註
37
)。

窪
田
氏
の
見
解
は、

首
肯
さ
れ
る

べ
き
見
解
で
あ
る。

そ
の
こ
と
は、

画
工
が
陸
奥
南
部
に
設
定
さ
れ
る
の
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と、

陸
奥
の
枢
要
を
担
う
国
府
所
在
郡
に
も
移
動
す
る
場
合
が
あ
り
得
た
可

能
性
を
示
す
も
の
で
あ
る。

そ
れ
は、

先
に
確
認
し
た
よ
う
に、

古
代
の
画
エ
・

画

師
が、

仏
教
芸
術
に
従
事
す
る
手
工
業
生
産
者
と
し
て
の
側
面
を
強
く
し
て
い
た
こ

と
を
想
起
し
た
場
合、

箇
更
で
あ
ろ
う。

七．

物
部
福
万
呂
と
簑
秦
画
師

先
に
確
認
し
た
久
世
郡
の
画
師
の
事
例
を
見
る
と、

山
城
国
の
奈
癸
私
造
は
画
T­

と
し
て
見
え
ず、

黄
文
連
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る。

そ
の
場
合、

陸
奥
国
の
奈
気

私
造
が
画
工
で
あ
り、

山
城
国
の
奈
癸
私
造
が
那
紀
郷
を
本
貫
と
し
て
い
た
こ
と
を

根
拠
に、

陸
奥
国
の
奈
気
私
造
が、

山
城
国
久
世
郡
と
の
地
縁
的
関
係
を
有
し
て
い

た
と
見
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か。

本
節
で
は
そ
の
点
に
つ
い
て、

近
江
国
犬

上
郡
火
田
郷
に
お
け
る
賓
秦
画
師
と
他
氏
族
と
の
関
係
か
ら
検
討
し
て
み
た
い。

ホ、

賀
秦
画
師
道
足

近
江
国
犬
上
郡
火
田
郷
（
註
38
)

へ
、

賓
秦
画
師
豊
次

近
江
国
犬
上
郡
（
註
39
)

ト、

買
秦
君
万
呂

近
江
国
犬
上
郡
（
註
40
)

チ、

物
部
福
万
呂

近
江
国
犬
上
郡
火
田
郷
戸
主
建
部
千
万
呂
戸
口
（
註
41
)

先
述
の
『
聖
徳
太
子
伝
暦
』

に
も
見
え
る
簑
秦
画
師
は、

秦
氏
系
統
の
渡
来
氏
族

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
註
42
)。

里
人
画
師
・

物
部
福
万
呂
は、
「
貸
秦」

で
は
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五

山
城
国
久
枇
郡
と
画
工

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で、

注
目
し
た
い
氏
族
と
地
域
が
あ
る。

山
城
国
の
物

部
系
の
私
部
の
伴
造
氏
族・
奈
癸
私
造（『
新
撰
姓
氏
録』
山
城
国
神
別・
奈
癸
私
造
条）

と、

そ
の
本
拠
地
で
あ
る
山
城
国
久
世
郡
那
紀
郷
で
あ
る
（註
14
)。

山
城
国
久
世
郡
に
は、
「
竹
淵、
奈
美、
奈
良、
水
主、
那
紀、
宇
治、
殖
栗、

栗
隈、

富
野、

拝
志、

久
世、

羽
栗」

の
諸
郷
が
元
和
古
活
字
本
『
和
名
抄』

に
見
え
る。

こ
の
う
ち、

那
紀
郷
は
高
山
寺
本
・
大
東
急
記
念
文
庫
本
・
名
古
屋
市
博
物
館
な
ど

の
諸
写
本
に
も
明
記
さ
れ、

高
山
寺
本
で
は
「
奈
癸」

の
読
み
を
与
え
て
い
る
こ
と

か
ら、
「
那
紀」

郷
は
「
な
き」

と
読
ま
れ
た
郷
名
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る。

山
城

国
の
郡
名
・
郷
名
の
中
で
「
な
き」

と
読
め
る
郷
名
は
久
世
郡
の
そ
れ
の
み
で
あ
る

（
表
3)。

山
城
国
の
「
奈
癸
私
造」

が、
「
ナ
キ
＋
私
（
造）」

で
構
成
さ
れ
て
い
る

点
は、

史
料
1
の
陸
奥
国
の
「
奈
気
私
造」

と
共
通
し
て
い
る。

山
城
国
久
世
郡
は、

南
山
城
と
し
て
包
括
さ
れ
る
地
域
で
あ
る。

本
稿
の
関
心
に

即
し
て
山
城
国
久
世
郡
の
画
工
に
注
目
す
る
と、
次
の
よ
う
な
人
物
が
看
取
で
き
る。

イ、

黄
文
連
黒
人

山
城
国
久
世
郡
（註
15
)

ロ、

黄
文
川
主

山
城
国
久
世
郡
（註
16
)

ハ、

黄
文
連
乙
麻
呂

山
城
国
久
世
郡
久
世
郷
（註
17
)

二、

石
作
連
目
辟

山
城
国
久
世
郡
奈
美
郷
（註
18
)

『
日
本
書
紀』

推
古
天
皇
十
二
年
九
月
是
月
条
に
「
是
月。

始
定
二
黄
書
画
師。

山
背
画
師一
」、
『
聖
徳
太
子
伝
暦』

推
古
天
皇
十
二
年
十
月
条
に
「
冬
十
月。

太
子

為
下
絵
諸
寺
仏
像一
荘
厳
上。

定
黄
文
画
師。

山
背
画
師。

買
秦
画
師。

河
内
画
師。

楢
画
師
等一
。

免
其
戸
課一
。

永
為
名
業一
。」

と
あ
る
よ
う
に、

久
世
郡
が
位
置

す
る
南
山
城
地
域
に
は、

黄
文
画
師
を
は
じ
め
と
し
た
画
工
の
集
住
が
行
わ
れ
る。

右
に
示
し
た
よ
う
に、

久
世
郡
で
は
久
世
郷
・
奈
美
郷
を
初
め
と
し
た
地
域
に
画
工

が
複
数
分
布
し
て
い
る
こ
と
か
ら、

画
工
は
那
紀
郷
を
含
め
た
久
世
郡
域
に
広
範
に

分
布
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る。

そ
し
て、

そ
の
技
術
が
渡
来
系
氏
族
に
よ

六 る
大
陸
か
ら
の
技
術
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は、

画
エ
・
画
師
の
研
究
史
に

お
い
て、

研
究
者
の
見
解
が
一

致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る。

山
城
国
久
世
郡
那
紀
郷
は、

現
在
の
京
都
府
宇
治
市
伊
勢
田
町
付
近
に
比
定
さ
れ

る
（註
19
)。
こ
の
場
所
は、
現
在
は
干
拓
さ
れ
た
旧
巨
椋
池
の
南
岸
に
相
当
し、
『
万
葉
集』

に
お
け
る
「
名
木
川
作
歌」

の
舞
台
と
さ
れ
る
（

註
20
)。
『
延
喜
式』

内
膳
司
条
·
園

地
条
な
ど
に
よ
れ
ば、

那
紀
郷
に
は
郷
名
を
負
っ
た
園
地
「
奈
癸
園」

が
設
置
さ
れ

て
い
た
が、

こ
の
園
地
の
管
理
に
は、

同
じ
く
那
紀
郷
の
郷
名
を
負
っ
た
氏
族
「
奈

癸
勝」

が
関
与
し、

秦
氏
の
管
掌
を
受
け
る
吃
場
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（註
21
)。

奈
癸

勝
は
「
勝」

姓
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
か
ら、

奈
癸
勝
は
秦
系
の
渡
来
系
氏
族
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
（註
22
)。

事
実、

久
世
郡
に
は
秦
人
の
居
住
も
確
認
で
き
（
註
23
)、

川

原
寺
系
瓦
を
出
士
す
る
那
紀
郷
比
定
地
付
近
の
広
野
廃
寺
（
京
都
府
宇
治
市
広
野）

の
造
営
に
は、

那
紀
里
戸
主
・
水
尾
公
真
熊
（

註
24
)

に
代
表
さ
れ
る
渡
来
氏
族
の
関

与
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
社
25
)。

換
言
す
れ
ば、

山
城
国
の
「
奈
癸
私
造」

は、

秦
人

を
は
じ
め
と
し
た
渡
来
人
の
集
住
地
に
本
貫
を
置
い
て
い
た
こ
と
と
な
る。
こ
れ
は、

久
世
郡
が
画
工
を
輩
出
す
る
地
理
的
・
地
縁
的
な
環
境
が
十
分
に
整
え
ら
れ
て
い
た

地
域
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る。

陸
奥
国
の
画
工
設
置
の
H
的

前
節
に
お
い
て
は、

山
城
国
の
奈
癸
私
造
の
本
貰
地
の
氏
族
分
布
と、

画
エ
と
の

関
連
に
つ
い
て
ま
と
め
た。

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で、

本
稿
の
全
体
に
関
わ
る

結
論
を
先
に
示
そ
う。

筆
者
は、

少
な
く
と
も
天
平一

0
年
（
七
三
八）

以
前
の
あ

る
段
階
で、

南
山
城
の
山
城
国
久
世
郡
「
那
紀」

郷
か
ら、

画
工
を
中
心
と
し
た
エ

人
集
団
の
移
配
が、

陸
奥
南
部
の
陸
奥
国
磐
城
郡
「
和」

郷
を
中
心
に
な
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る。

換
言
す
れ
ば、

陸
奥
国
磐
城
郡
「
和」

郷
は、

山
城

国
久
世
郡
「
那
紀」

郷
か
ら
の
移
民
に
基
づ
く
郷
で
あ
り、
陸
奥
国
の
奈
気
私
造
は、

山
城
国
か
ら
陸
奥
国
に
移
住
し
た
私
部
の
伴
造
氏
族
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

画
下
の
研
究
史
に
は
多
く
の
蓄
積
が
あ
る
が、

こ
の
可
能
性
に
早
く
か
ら
言
及
し
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陸奥南部における私部と手工業生産

ー大私・奈気私と文字資料としての「今」 一

画
エ
と
は、

日
本
古
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
負
う
主
人
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か。

そ
の
点
に
つ
い
て、

本
節
で
は
そ
の
史
的
な
位
置
づ
け
を
確
認
す
る。

諸
橋
『
大
漠
和
辞
典
』

に
お
い
て、
「
画
エ」

は
「
①
ゑ
か
き。

書
家。

②
愉
を

書
く
技
術。」

の
意
味
を
有
す
る
と
し、

語
義
的
に
は
「
画
師」

と
同
義
で
あ
る
と

す
る。

ま
た、
『

H
本
国
語
大
辞
典

第一
一
版
』

に
お
い
て、
「
画
エ」

に
「
え
だ
＜

み」

の
読
み
を
与
え
た
項
目
を
立
て
て
い
る
よ
う
に、
「
画
エ」

は
「
①
絵
を
か
く

こ
と
を
業
と
す
る
人。

絵
か
き。

画
家。

②
令
制
で、

中
務
省
画
工
司
（
え
だ
く
み

の
つ
か
さ）

に
属
す
る
画
工。

寺
院
の
建
立、

用
度
の
調
整
な
ど
の
彩
色
そ
の
他
に

従
事
し
た」

な
ど
の
意
味
を
与
え
て
い
る
（
註
9
)
0

日
本
の
古
代
社
会
に
お
け
る
画
工
は、

渡
来
人
に
よ
る
技
術
と
の
関
連
を
密
接
に

四．

H
本
古
代
に
お
け
る
画
工

伴
造
氏
族
は、
陸
奥
国
磐
城
郡
「
和」

郷
を
本
貫
と
し
た
「
奈
気
私
造」

と、

山
城
国
久
世
郡
「
那
紀」

郷
を
本
貫
と
し
た
「
奈
癸
私
造」

の
二
例
に
限
定

さ
れ、

両
者
は
水
運
要
地
に
配
さ
れ
た
私
部
の
伴
造
氏
族
と
し
て
の
共
通
点

を
有
す
る。

と
り
わ
け、

①
に
お
け
る
結
論
は、

確
認
で
き
る
だ
け
で―
1
0
0
年
近
く
「
誤
写

説」

に
基
づ
い
て
立
論
さ
れ
て
き
た
「
和」

郷
が、

誤
写
や
脱
字
に
基
づ
か
な
い
一

字
表
記
郷
名
と
し
て
陸
奥
国
磐
城
郡
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
加
え、
一

0
世
紀
前

半
の
『
和
名
類
緊
抄
』

を
初
見
と
し
て
い
た
「
和」

郷
が、

少
な
く
と
も
天
平一

〇

年
（
七
三
八）

の
時
点
で
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る。

更
に
付
言
す
れ
ば、

陸

奥
国
に
お
け
る
古
代
地
名
に、
「
奈
気」

に
通
じ
る
郷
名
は
陸
奥
国
磐
城
郡
「
和」

郷
の
み
で
あ
り
（
表
2)、
「
奈
気
私」

が
「
地
名
＋
ウ
ジ」

と
い
う
第
二
種
複
姓
（補

注

3
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
も
①
S
③
の
結
論
は
傍
証
さ
れ
る。

さ
て、

こ
れ
ら
①
S
③
の
結
論
を
踏
ま
え
た
上
で、

史
料
1
に
お
け
る
も
う
ひ
と

つ
の
重
要
な
側
面
に
注
目
し
た
い。

そ
れ
は、

八
世
紀
前
半
に
お
い
て、

陸
奥
国
に

「
画
エ」

が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

有
し
て
い
た（註
10
)。

そ
の
こ
と
は、
雄
略
朝
の
画
部
因
斯
羅
我
の
渡
来
（『
日
本
書
紀
』

雄
略
天
皇
七
年
是
月
条）

や、

同
じ
く
雄
略
朝
の
「
率
土四
部
衆一
帰
化。

男
龍一
名
辰

貴゚

善
絵
ェ―
」
(『
新
撰
姓
氏
録
』

左
京
諸
蕃
上
・
大
岡
忌
寸
条）

に
見
ら
れ
る
倭

画
師
の
系
譜、

画
工
の
渡
来
伝
承
か
ら
も
推
察
さ
れ
る。

令
制
下
に
お
い
て
は、

中
務
省
の
被
官
と
し
て
画
工
司
が
編
成
さ
れ
る。

そ
の
職

掌
は、

職
員
令
画
工
司
条
に
お
い
て
「
画
工
司

正
一

人。

掌。

絵
事。

彩
色。

判

ー一
司
事一
。

余
正
判レ
事
准レ
此゚

佑一

人。

令
史
一

人。

画
師
四
人。

画
部
六
十
人。

使
部
十
六
人。

直
丁
一

人」

と
規
定
さ
れ
る。

古
代
に
お
け
る
画
師
の
活
動
事
例
を

分
類
し
た
家
永
三
郎
氏
の
整
理
に
基
づ
く
と、
仏
画
製
作、
仏
像
彩
色、
建
造
物
彩
色、

櫃
筈
彩
色、

経
軸
彩
色、

雑
器
物
彩
色、

地
図
製
作、

彫
刻
工
芸
下
絵
製
作、

障
子

絵
製
作
な
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
註
11
)。

こ
の
よ
う
に、

日
本
の
古
代
社
会
に
お
い

て、

画
工
は
絵
を
描
く
技
能
者
と
し
て
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る。

し
か
し、

画
工
は
作
画
事
業
の
み
な
ら
ず、

仏
像
製
作
の
よ
う
な
造
寺
活
動
に
従

事
す
る
エ
人
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る。

画
工
が
仏
像
製
作
に
も
関
与
し
た

の
は、
『
日
本
書
紀』
欽
明
天
皇
十
四
年
五
月
戊
申
朔
条
に
お
い
て、
「
溝
辺
直
入レ
海、

果
見二
樟
木、

浮レ
海
玲
瑠一
。

遂
取
而
献ー一
天
皇一
。

命二
画
工
＼

造―一
仏
像
二
躯一
。

今
吉
野
寺
放レ
光
樟
像
也」

と
あ
る
こ
と
や、
『

日
本
書
紀
』

白
雉
四
年
六
月
条
に、

国
博
士
晏
法
師
が
死
去
し
た
際、
「
遂
為二
法
師
二

命
二
画
工
狛
堅
部
子
麻
呂
・
鱈

魚
戸
直
等一
。
多
造
佛
菩
薩
像一
。

安
置
於
川
原
寺一
。
〈
或
本
云。
在――
山
田
寺一
。〉」

と
あ
る
記
事
か
ら
も
推
測
さ
れ
る。

加
え
て、
『
H
本
書
紀
』

崇
峻
天
皇
元
年
是
歳

条
に
お
い
て、

寺
エ
・
鑢
盤
博
士
・
瓦
博
士
な
ど
と
併
せ
て、

画
工
白
加
の
名
が
飛

鳥
寺
造
営
の
エ
人
と
し
て
見
え
る
こ
と
は、
『

聖
徳
太
子
伝
暦
』

に
お
い
て、

画
師

の
設
定
を
「
為
下
絵二
諸
寺
仏
像一
荘
厳
上」
と
し
て
い
る
こ
と
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る。

そ
の
こ
と
は、

作
画
従
事
者
の
活
動
の
記
録
が、

造
寺
造
仏
の
分
野
に
集
中
す
る
こ

と
（
註
巳
や、
『

日
本
霊
異
記
』

上
巻
第
三――一
話
に
お
い
て、

画
師
が
阿
弥
陀
の
画
像

製
作
に
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
（
註
邑
な
ど
の
よ
う
に、

説
話
レ
ベ
ル
か
ら
も
古
代
の

画
エ
・
画
師
が、

仏
教
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う。
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二．
陸
奥
国
に
お
け
る
私
部
の
分
布

本
稿
は、

日
本
古
代
に
お
け
る
陸
奥
国
の
私
部
に
つ
い
て、

既
存
の
文
献
史
料
も

加
味
し
た
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り、

主
に
手
工
業
生
産
の
観
点
か
ら
予
察
的
考

察
を
与
え
る
も
の
で
あ
る。

律
令
制
下
の
陸
奥
国
に
私
部
の
分
布
が
確
認
で
き
る
こ
と
は、

既
に
言
及
が
先
学

に
お
い
て
見
ら
れ
る
一

方、

近
年
の
出
土
文
字
資
料
の
成
果
が
周
知
さ
れ
て
い
な
い

部
分
も
同
時
に
認
め
ら
れ
る
（
註
1
)。

ま
た、

古
代
陸
奥
国
に
お
け
る
私
部
が
網
羅
的

に
整
理
し
た
研
究
は
少
な
い
（
註
2
)。

こ
の
よ
う
な
現
状
を
鑑
み、

本
節
で
は
私
部
の

性
格
に
つ
い
て
基
本
的
な
事
項
を
最
初
に
整
理
し
た
上
で、

陸
奥
国
の
私
部
が
ど
の

よ
う
な
地
域
に
看
取
で
き
る
の
か
を
確
認
し
て
み
た
い
（
註
3
)。

私
部
に
は、

大
私、

奈
癸
私、

大
神
私
な
ど
の
よ
う
な
複
姓
の
私
部
が
存
在
し、

そ
の
分
布
は
表
1
の
よ
う
に
な
る。

こ
の
う
ち、

福
島
県
に
お
け
る
私
部
関
連
の
文

字
資
料
と
し
て、
三
点
の
「
大
私」
墨
書
土
器
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
図
1
|
1
S
3)
。

屋
敷
遺
跡
は、

福
島
県
会
津
若
松
市
に
所
在
す
る
（
図
2)
。
「
大
私」

墨
書
士
器

は、

同
遺
跡
の
第
十
四
号
井
戸
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
須
恵
器
杯
で
あ
り、

そ
の
編
年

は
平
安
時
代
の
九
世
紀
に
比
定
さ
れ
て
い
る
（
註
4
)。

会
津
郡
に
お
け
る
私
部
の
分
布

を
示
す
文
献
史
料
は
皆
無
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら、

図
1
に
よ
り、

大
私
部
の
分
布
が

示
さ
れ
た
意
義
は
大
き
い。

屋
敷
遺
跡
の
所
在
地
周
辺
か
ら
は、
「
秦
口」
（
東
高
久
遺
跡）、
「
秦
人」
（
上
吉

田
遺
跡）、
「
倉
人」
（
鶴
沼
C
遺
跡）

な
ど
の
文
字
資
料
や、

人
面
墨
書
士
器
（
鶴

は
じ
め
に ー

大
私・
奈
気
私
と
文
字
資
料
と
し
て
の
「
今」

1
太
田

勇
陽

陸
奥
南
部
に
お
け
る
私
部
と
手
工
業
生
産

③
 

②
 

沼
B
遺
跡）

が
出
士
（
補
注
1
)

し
て
い
る
（
図
1
|
4
S
7)
。

こ
の
こ
と
は、

屋
敷

遺
跡
が
陸
奥
国
会
津
郡
家
に
比
定
さ
れ
る
郡
山
遺
跡
（
会
津
若
松
市
河
東
町
郡
山）

の
付
近
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
（
註
5
)
0

と
こ
ろ
で、

陸
奥
国
に
お
け
る
私
部
の
分
布
は、

会
津
郡
以
外
で
は、

ど
こ
に
私

部
の
分
布
を
認
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か。

そ
の
点
に
つ
い
て
結
論
を
先
に
示
せ
ば、

陸
奥
国
磐
城
郡
が
該
当
す
る。

同
郡
に
お
け
る
私
部
の
検
討
は、

会
津
郡
に
お
け
る

私
部
の
設
置
を
考
え
る
上
で
重
要
と
な
る
の
で、

本
稿
で
は、

陸
奥
南
部
と
し
て
の

地
理
的
条
件
を
共
有
す
る
陸
奥
国
磐
城
郡
の
私
部
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
み
た
い。

三．
陸
奥
国
磐
城
郡
「
和」
郷
と
「
私」
部

従
来
か
ら
私
部
と
の
関
連
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
郷
名
に、
陸
奥
国
磐
城
郡
「
和」

郷
が
あ
る。

こ
の
郷
の
性
格
に
つ
い
て
は、

確
認
で
き
る
だ
け
で
二
0
0
年
近
い
研

究
史
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
が、

依
然
と
し
て
定
説
が
な
か
っ
た
（
註
6
)
0

【
史
料
1
】

天
平
一

0
(
七
三
八）

年
『
駿
河
国
正
税
帳
』
（
註
7
)

従
陸
奥
國
進
上
御
馬
部
領
使
國
豊
工
大
初
位
下
奈
氣
私
造
石
嶋
上一
口
従
二
口
六

郡
別
一

日
食
為
輩
登
拾
捌
日

上
六
口
従
十
二
口

筆
者
は
こ
の
奈
気
私
造
石
嶋
の
複
姓
と、
『
和
名
抄
』

陸
奥
国
磐
城
郡
条
に
見
え

る
「
和」

郷
と
の
関
係
性
に
注
目
し、

現
在
準
備
中
の
別
稿
（
註
8
)

に
お
い
て、
、

次

の
よ
う
な
結
論
を
得
た。

①

陸
奥
国
磐
城
郡
「
和」

郷
は、
「
な
ぎ」

と
読
ま
れ
た
一

字
郷
名
で
あ
り、

そ
の
遺
称
地
・

比
定
地
は、

現
在
の
福
島
県
い
わ
き
市
四
倉
町
名
木
付
近
に

求
め
ら
れ
る。

奈
気
私
造
石
嶋
の
「
奈
気」

は、
「
和」

郷
を
二
字
表
記
し
た
事
例
で
あ
る。

こ
れ
は、
『
和
名
抄』

筑
前
国
宗
像
郡
条
の
「
秋」

郷
の
読
み
に
つ
い
て
「
あ

き
（
安
支、

安
岐）
」

と
付
さ
れ
て
い
る
例
も
参
考
に
す
れ
ば、

磐
城
郡
の

み
の
特
例
的
現
象
で
は
な
い
こ
と
が
首
肯
で
き
る。

日
本
の
古
代
社
会
に
お
い
て、
「
ナ
キ
＋
私
（
造）
」

で
構
成
さ
れ
る
私
部
の
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